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はじめに 

 

１． 本調査研究事業の目的について 

 

中小企業診断協会は 1954 年設立され 62 年の歴史を持っているが、隣国・韓国にも韓国

経営技術指導士会という組織が 1986 年に設立され、中小企業の経営指導を行っている。

しかし、その活動はあまり日本に伝えられておらず、交流も活発とはいえない。歴史的に

も日韓の政治的・経済的・社会的・文化的な関係は深いものがあるだけに、この状態は多

くの機会損失を招いていると思われる。まずはお互いを知ることから関係づくりを始め、

将来の可能性を追求したいとの趣旨から本調査研究を始めた。 

 中小企業診断士と経営・技術指導士とは、ともに両国の国家資格の経営コンサルタント

である。中小企業を支援することを使命とする両者が、どのような連携可能性を持つのか

を研究し、診断協会や行政機関等を始めとする関係組織へ提言することは、海外進出や貿

易等で国際的な競争環境にある中小企業支援強化の観点でも有益と考える。 

 

２． 本書の構成について 

 

 本書は、次のような内容で構成されている。 

 第 1 章は、日本と韓国の中小企業支援策を比較し、主な類似点や相違点などの特徴を明

らかにしている。 

 第 2 章は、日本の中小企業診断士制度と韓国の経営技術指導士制度の比較である。韓国

の資格試験制度、専門分野、資格維持、指導士会の運営方法などを紹介し、日本と韓国の

経営コンサルタント同士の連携可能性について論じている。 

 第 3 章は、日本の中小企業診断士による韓国中小企業への支援事例を紹介する。韓国で

は「支援」ではなく、「指導」という言葉になるが、２つの異なる支援（指導）に至る経緯、

支援テーマ、支援方法等について報告する。 

第 4 章は、日本と韓国のコンサルティング連携を推進するための環境整備として、中小

企業診断協会と韓国経営技術指導士会に対する提言、及び行政を含む公的機関への提言を

記載している。 

 

なお、本書の執筆担当は、次の通りである。 

第1章  林 寛明（大阪府中小企業診断協会 国際派診断士研究会会員） 

延山功一（大阪府中小企業診断協会 国際派診断士研究会会員） 
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第２章 若松敏幸（大阪府中小企業診断協会 国際派診断士研究会会員、大阪中小企業

診断士会会員） 

リー・ヤマネ・清実（中小企業診断士、LEE'S 代表） 

第2章  高山尚樹（大阪府中小企業診断協会 国際派診断士研究会会員） 

中上義春（大阪府中小企業診断協会会員、大阪中小企業診断士会会員） 

第 4 章 若松敏幸（大阪府中小企業診断協会 国際派診断士研究会会員、大阪中小企業

診断士会会員） 

 

 中小企業診断協会、韓国経営技術指導士会の皆様をはじめとし、日本と韓国の多くの方

のご協力によって本調査研究が出来たことに感謝を申し上げる。 

 

2016 年 2 月 

若松 敏幸 

（一般社団法人大阪中小企業診断士会 会員 

一般社団法人大阪府中小企業診断協会 

国際派診断士研究会 会員） 
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第１章 日本と韓国の中小企業支援策比較 

 

１． 日本と韓国の中小企業基本法について 

   日本と韓国の中小企業支援策を比較するに当たって、まず日本と韓国の中小企業政

策の根幹となっている中小企業基本法を概観し、その目的や理念と中小企業の定義

（範囲）について比較してみたい。 

 

（１） 日韓における中小企業基本法の目的及び理念 

① 韓国の中小企業基本法の目的 

韓国の中小企業基本法の目的は、「中小企業の指向すべき方向と中小企業の育成

のための施策の基本的な事項を規定することによって、創造的でかつ自主的な中

小企業の成長を助長し、産業構造の高度化と国民経済の均衡のある発展を図るこ

とを目的とする。」(法第 1 条)とある。 

また、韓国中小企業庁（SMBA:Small and Medium Business Administration）

は、そのビジョン及びミッション（Vision & Mission）において次のように挙げて

いる。○創業とベンチャーの成長を促進することにより、雇用を創出する、○新し

い成長のエンジンとなる中小企業の技術の競争力を強化する、○金融、販路開拓を

含めた経営支援を行う、○大企業と中小企業が共に成長できる経済基盤を強化する、

○中小企業にやさしい政策環境を創造する。（SMBA ホームページよ

り:www.smba.go.kr/eng/introduce/vision.do?mc=usr0001140）   

 

② 日本の中小企業基本法の目的、基本理念及び基本方針 

日本の中小企業基本法の目的は、「中小企業に関する施策について、その基本理

念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の

責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、も

つて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。」(法第 

1 条)となっている。 

また、同法の基本理念では、中小企業を「多様な事業の分野において特色ある

事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその力を発揮しつつ事業を

行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を成しているもの」と位置付

け中小企業に対し、○新たな産業の創出、○就業の機会の増大、○市場における

競争の促進、○地域における経済の活性化など、我が国経済の活力の維持と強化

に果たすべき重要な役割を担うことを期待するとある。 
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そしてその基本方針として、○経営の革新及び創業の促進、○中小企業の経営

基盤の強化、○経済的社会的環境の変化への適応の円滑化、が挙げられている。 

 

日本、韓国ともに、雇用の創出、市場の活性化、国の産業競争力強化を中小企業

の重要な役割と位置付けているところに共通点がある。事業所数や従業者数で中小

企業が大部分を占めるという状況は両国共に同じである。従って、雇用創出や国の

産業競争力強化のために、大企業に比べ経営資源の劣る中小企業を支援することは、

必然的に両国にとって意義のあることとなる。 

しかしながら、日本では 1999 年に中小企業基本法の改正の際、中小企業を「過

小過多」「社会的弱者」から「我が国経済のダイナミズムの源泉」へと認識が変わ

り、政策目的も「大企業と中小企業の格差是正」から「多様で活力のある中小企業

の成長発展」へと変化している。これは、経済の成熟化に伴う所得水準の向上、開

廃業率の逆転と過多性の消失という中小企業を巡る環境変化が背景にある。経済成

長に伴い中小企業従事者の絶対的な所得水準は向上し、かつての「低生産性と低賃

金の悪循環に陥っている問題ある存在（昭和 32 年経済白書）」として認識されて

いた状況は大きく変化した。また、第 3 次産業の拡大といった産業構造の変化もあ

り、格差是正そのものを中小企業政策の目標とすることの意義は薄れてきた。 

一方、韓国では、従来の産業政策が大企業重視であったことが中小企業の成長・

発展を阻害してきたと言われている（金融取引において、信用力の差が大企業と中

小企業の間に存在するのはどの国においても一般的なことだが、韓国ではこれに加

えて、通貨危機の際、融資資金の 60％を政策金融と言う名目で大企業に配分した

という）。このため、現在においても、大企業と中小企業の格差という二重構造が

主要な経済問題の一つとなっている。中小企業庁のビジョンに、大企業と中小企業

の共存を掲げていることが特徴的と言える。 

また、日本と比較して韓国の中小企業基本法の大きく異なるところの１つは、中

小企業オンブズマンの設置義務である。中小企業オンブズマンは、中小企業が、 政

府の施策が不合理であると感じ、 是正を申し立てる場合に利用するものである。

学識・経験者から中小企業庁官と規制改革委員会の委嘱を受けて任命され、中小企

業者からの請願を受け付けるのみならず、自ら毎年 2 回報告書を作成して中小企業

庁官に提出する。 

 

（２） 日韓における中小企業の定義 

① 韓国の中小企業の定義 
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韓国では、中小企業施策の対象となる「中小企業者」として、営利を目的とし

て事業を営む株式会社、合名会社、合弁会社、有限会社、個人事業者、営利特別

法人などに限定している。このため、事業者登録をした法人や特別法によって設

立された法人であっても、設立根拠法令で非営利事業者として規定した事業者、

法人、および団体は、中小企業施策の適用対象とならない。非営利法人が固有目

的を遂行するために収益事業を行うケースもあるが、この場合中小企業施策の対

象となるためには、別途の法人や事業体を設立して収益事業を営む必要がある。 

さらに、これら営利企業を対象に A. 業種等に関する規模基準（図表１－１）(中

小企業基本法  2 条 1 項 1 号) 、B. 中小企業除外基準(中小企業基本法施行令第 3

条第 1 号)、および C. (大企業からの) 独立性に関する基準 (中小企業基本法 2 条 1

項 2 号)によってその範囲が定められている。 

また、中小企業は、さらに従業員数を基準に「中企業」と「小企業」に分けら

れる(中小企業基本法 2 条 2 項)。 

    A．業種等に関する規模基準 

図表１－１ 業種等に関する規模基準   

中企業 小企業

製造業 C
常時労働に従事する者が300名未満、
または資本金80億ウォン以下

鉱業 B
建設業 F
運送業 H
出版・映像・放送通信 
および情報サービス

J

事業施設管理及び事業 
支援サービス業

N

社会福祉事業 Q
農業、 林業および漁業 A
宿泊および飲食業 I
金融および保険業 K
専門、 科学および技術 
サービス業

M

芸術・スポーツおよび 
余暇関連事業

R

不動産業および賃貸業 L
常時労働に従事する者が50名未満、ま
たは売上高50億ウォン以下

常時労働に従事する者が300名未満、
または資本金30億ウォン以下

常時労働に従事する者が300名未満、
または売上高300億ウォン以下

常時労働に従事する者が200名未満、
または売上高200億ウォン以下

該当業種 記号
規模基準

常時労働に従事す
る者の数が50名
未満

常時労働に従事す
る者の数が10名
未満

 

 

B. 中小企業除外基準 

A の規模基準に該当していても、次の中小企業除外基準(中小企業基本法施行令
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第 3 条第 1 号)に該当しない企業でなければならない。 

 

ⅰ．常時勤労者の数が 1 千人以上の企業 

ⅱ．直前事業年度末日現在の貸借対照表に表示された資産総額が 5 千億ウォン以 

上の法人 

ⅲ．自己資本が 1 千億ウォン以上の企業 

ⅳ．直前 3 カ事業年度の平均売上高が 1 千 5 百億ウォン以上の企業 

 

C. 独立性に関する基準 

 所有および経営の実質的な独立性が次の基準に適合した企業でなければならな

い。(中小企業基本法施行令第 3 条第 2 号関連) 

 

ⅰ．直前事業年度末日現在の貸借対照表に表示された資産総額が 5 千億ウォン以 

上の法人が発行株式(「商法」第 370 条の規定による議決権のない株式は除外 

する)総数の 100 分の 30 以上を直接または間接的に所有した最大株主である 

企業でないこと 

ⅱ．「独占規制および公正取引に関する法律」第 14 条第 1 項の規定による相互出 

資制限企業集団に属しない会社であること 

ⅲ．関係会社に属する企業の場合には、第 7 条の 2 によって算定した常時勤労者 

数、資本金、売上高、自己資本、および資産総額(以下、「常時勤労者数など」 

という)が第 1 号による基準を超過する企業ではないこと 

 

D. 中小企業の猶予 

 中小企業が、その規模の拡大などによって中小企業に該当しないようになった

場合には、その事由が発生した翌年から 3 年間はこれを中小企業とみなす(中小企

業基本法 2 条 3 項)。ただし、次のような事由で中小企業に該当しなくなった場合

にはこの限りでない。 

 

ⅰ．中小企業以外の企業との合併 

ⅱ．中小企業の猶予基準によって中小企業と見なす企業と合併した場合には、残

余猶予期間を喪失することになる。 

ⅲ．創業した中小企業が、創業日が属する月から 12 ヶ月になる月の末日以前に常

時勤労者数、資本金、および売上高の規模が中小企業の範囲の基準を超過す
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ることになる場合:12 ヶ月以内のどの時点であれ、中小企業基準を超過すると

猶予期間なしに直ちに中小企業に該当しなくなる。 

ⅳ．中小企業が中小企業除外基準のいずれかに該当する場合 

ⅴ．中小企業が所有および経営の実質的な独立性基準に適合しなくなる場合 

 

② 日本の中小企業の定義 

日本でも、韓国と同じく中小企業基本法において、中小企業施策の対象となる

中小企業者の範囲と小規模企業者の定義をその規模により規定している（中小企

業基本法第 2 条第 1 項）。対象は会社及び個人であり、会社とは会社法上の会社（株

式会社、合名会社、合司会者、合同会社、（特例）有限会社）と士業法人（弁護士

法人、監査法人、税理士法人等）である。 

しかし、韓国のように、独立性の基準や除外規定、猶予などの規定はない。従

って、いわゆる「みなし大企業」であるからといって中小企業の範囲から外れる

ということはない。但し、中小企業基本法により定められた中小企業の範囲は、

個別の中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、

各法律や支援制度における「中小企業者」の定義とは異なることがあるので注意

を要する。 

 

図表１－２ 中小企業の範囲 

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金３億円以下　又は　従業員数３００人以下の会社及び個人

卸売業 資本金１億円以下　又は　従業員数１００人以下会社及び個人
小売業 資本金5千万円以下　又は　従業員数50人以下会社及び個人
サービス業 資本金5千万円以下　又は　従業員数100人以下会社及び個人  

 

図表１－３ 小規模企業の定義 

製造業その他 商業・サービス業
従業員20人以下 従業員5人以下  

 

２． 日本と韓国の中小企業支援策比較 

韓国の中小企業支援策は、創業、ベンチャー、ハイポテンシャル企業、成長共有、

輸出、ビジネス環境、技術、零細企業、伝統市場の 9 つの項目から構成されている。

従って、日本の中小企業支援策もこの 9 つの視点から、具体的な施策をとりあげる。   

また、これら 9 つの施策に“日韓の有資格者によるサポート”を加えて比較する。 
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（１） 創業（Start-ups） 

① 韓国の創業についての支援策 

～技術および知識ベースの新興企業を育成し、起業家精神を啓発する～ 

スタートアップ企業や子どもや若者の間でのスタートアップを促進するため、

中・高生を対象とし BizCool と呼ばれるプログラムを行っている。 

同様に、スタートアップ企業に関する講義を行い、将来の起業家としての大学生

を啓発するため、大学のクラブ、アカデミー等をサポートしている。 

また、中小企業庁が成功したベンチャービジネスの CEO 等からの特別講義を若

者に対して実施する事をサポートしている。 

韓国の急速な高齢化社会の対応として、シニアビジネス広場やシニアスタートア

ップスクールを実施している。なお、退職後の再就職のためには、韓国ベンチャ

ー企業協会など 6 団体を、指定している。 

 

② 日本の創業についての支援策 

日本では、事業計画の審査を受けることで、融資や補助金の助成が受けられる

制度が一般的である。また、経営指導や研修など創業を支援する事業者に対して

も支援を行っている。具体的な施策は以下の通りである。 

 

図表１－４ 日本の創業支援施策    

産業競争力強化法に基
づく創業支援

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー等の
創業支援の取組を市区町村と連携して行う事業者を支援す
る。また、市区町村と創業支援の取組を行う事業者が行う創
業支援を受けることで、創業者も各種支援措置を受けること
ができる。

中小企業経営力強化資
金融資事業

創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動へ
の挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援
機関の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公
庫が低利融資を行う。

創業促進補助金
新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業(第
二創業含む)を行う者に対して事業計画を募集し、計画の実
施に要する費用の一部を助成。

新創業融資制度
これから創業する者や税務申告を2期終えていない者

が、事業計画等の審査を通じ、無担保、無保証人で
融資を受けることができる制度。

 

 中小企業施策総覧 平成 27 年版より 
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（２） ベンチャー 

① 韓国のベンチャー支援策 

～ベンチャー企業や新興企業のための資金ファンドの創造～ 

韓国中小企業庁は KONEX を創設し、小規模から中規模の企業の投資ファンドと

のマッチングを支援している。また M＆A 支援も行っており、革新的な M＆A に

対しては税制優遇の制度を導入している。ベンチャービジネスの第一創業の企業

にも税制優遇の制度がある。 

 

～ベンチャービジネスの成長促進と再スタートアップのサポート～ 

ベンチャービジネスが成長するために、高レベルの人材を投入するように推進し

ている。 

再活性ファンドを管理し、失敗を学びに変えるターンアラウンド型のカリキュラム

を用意している。 

 

② 日本のベンチャー支援策 

日本のベンチャー支援は、民間ファンドへの出資、ハンズオン支援、ビジネス

プランの投資家へ発表する場の提供、インキュベーター施設の運営、税制支援な

どである。具体的な支援策は以下の通りである。 

 

図表１－５ 日本のベンチャー支援策   

民間のVC等が運営するファンドに対して、中小企業

基盤整備機構が出資 (ファンド総額の1/2以内)を行う

ことで、ファンドの組成を促進し、ベンチャー企業
等への投資機会の拡大を図っている。主に株式や新
株予約権付社債等の取得による資金提供や踏み込ん
だ経営支援(ハンズオン支援)を受けることができ

る。

起業支援ファンド

資金調達を目指す中小・ベンチャー企業に対して、投資家等
へビジネスのプレゼンテーションを行う機会を提供する。

ベンチャープラザ

ビジネス・インキュ
ベータによる創業・
ベンチャー支援

創業や新製品・新技術の研究開発を行う際、中小企業基盤
整備機構等が運営する新事業支援 施設(ビジネス・イン

キュベータ)を低廉な賃料で借りることが出来る。

企業のベンチャー投資
促進税制

産業競争力強化法に基づき投資計画について経済産業大
臣の認定を受けたものを通じ、ベンチャー企業に出資する企
業が、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立

て、損金算入することができる制度。
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エンジェル税制
一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家
が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点におい
て所得税の優遇を受けることができる。

 

   中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（３） 高いポテンシャルを持つ企業（High Potential Enterprise） 

① 韓国のハイポテンシャル企業に対する支援 

～高いポテンシャルを持つ企業の成長促進と家族経営ビジネスのサポート～ 

韓国中小企業庁は技術、グローバル規模の成長、およびマンパワーをサポートす

るための[World Class 300 Program]を用意し、グローバル成長をサポートしてい

る。 

また、家族経営の事業承継負担を減らすように取り組んでいる。 

 

～中小企業の規制の改良とバランスのとれた発展の推進～ 

S 過度、もしくは不条理な規制立法を防ぐ活動を行っており、規制インパクト評

価システムを管理している。さらにこのシステムは地方エリア、地方自治体にも

適合するように適切に運営されている。 

 

② 日本のハイポテンシャル企業に対する支援 

日本では、優れた商品・サービスを持つ中小企業や、ニーズに対応している革

新的な商品・サービスによる新事業を支援する制度がある。 

 

図表１－６ 日本の販路開拓支援策   

商業・サービス競争力強
化連携支援事業

中小企業・小規模事業者が、産学官連携して行う新しい
サービスモデルの開発等のうち、特に地域産業の競争力強
化に資すると認められる事業について支援します。

販路開拓コーディネート
事業

優れた新商品・新サービスを持つ中小企業者の、マーケティ
ング企画からテストマーケティング活動までを支援し、新たな
市場開拓に繋げる。

ものづくり・商業・サービ
ス革新事業

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を
創出するため、革新的な設備投資やサービス・試作品の開
発を支援する。

 

    中小企業施策総覧 平成 27 年版より 
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（４） 成長共有（Shared Growth） 

① 韓国の成長共有のための施策 

～大企業と中小企業の協働促進～ 

韓国中小企業庁は大企業と中小企業の分極を解決するために、大企業と中小企業

において調達ビジネスミーティングを実施している。大企業の調達要求に沿うよ

う、また中小企業の販売ルートも勘案しながらサポートを行っている。 

 

～活動の向上とアンフェアトレードの軽減、中小企業のビジネスエリアの保護～ 

韓国中小企業庁はビジネス調整システムを運営し、大企業の存在による中小企業

のビジネスの困難さを軽減するようにしている。公正取引委員会によりアンフェ

アトレードや価格設定を 4 つの法を用いながら適切に管理している。また、モニ

タリングやアンフェアトレードの予防活動を増加させてきている。 

 

② 日本の成長共有のための施策 

日本では、下請け企業や小規模企業の自立への支援、不公正な取引に対する規

制、大企業と中小企業のマッチング事業などの施策がある。 

 

図表１－７ 日本の成長共有支援策   

下請中小企業・小規模
事業者の自立化支援

下請中小企業・小規模事業者の自立化に向けた取組等に
対して支援を行う。下請事業者同士が共同で行う勉強会、
共同受注用のシステム構築、設備導入、展示会出展などに
係る費用の一部の補助、親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小
などにより売上げが減少する下請事業者が、新分野進出の
ために行う試作開発、展示会出展などに係る費用の一部の
補助などである。

取引先いじめ防止対策
事業（消費税転嫁対策
窓口相談等事業）

消費税率引上げにかかる様々な悩みを最寄りの商工会・商
工会議所等で受け付けるとともに、専門家による出張相談、
事業者向け講習会を実施している。

「下請代金支払遅延等
防止法」の規制

「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法)」は、

下請取引のルールを定め、親事業者の不公正な取引
を規制し、下請事業者の利益を保護することを図る
ものである。中小企業庁と、公正取引委員会は、親
事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどう
か調査を行い、違反事業者に対しては、同法を遵守
するよう指導する。
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中小企業と大手企業と
のマッチングサイト「J-
GoodTech(ジェグ

テック)」

マッチングサイト「J-GoodTech(ジェグテック)」を活用

し、優れた技術・製品を有する日本の“ものづ く
り”中小企業と大手企業・海外企業との新たな取引
や技術提携を支援する。

 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（５） 輸出 

① 韓国の輸出支援 

～輸出能力を強化し中小企業のローカルなインフラを拡張する～ 

韓国中小企業庁は、輸出能力を強化するために、プログラムを通じて中小企業の

輸出と拡張をサポートする。ワンストップのサポートと、中小企業が直面してい

る難題を解決するために、地域管理で輸出サポートセンターがサポートしている。 

 

～グローバル企業に対する海外販売ルートの拡張をサポートする～ 

中小企業庁は、中小企業の独自性のある製品を販売するための、アマゾンやイー

ベイのような、グローバルなショッピングモールである「韓国のホール(Korean 

Hall)」を運営している。 

 

② 日本の輸出支援 

日本の輸出支援では、マーケティング支援や各種情報提供、窓口相談、保険サ

ービスなど、輸出に留まらず、直接投資も含めた中小企業の海外事業展開を幅広

く支援している。 

 

図表１－８ 日本の輸出支援策   

中小企業・小規模事業
者海外展開戦略支援事
業(海外進出支援)

海外進出を検討している中小企業、また海外進出後に問題
を抱えている中小企業に対し、海外進出にかかわる情報提
供などサポートを行う。

中小企業・小規模事業
者海外展開戦略支援事
業(輸出支援事業)

技術力が高く、海外とのビジネスに意欲のある元気な中小
企業の皆様と海外の企業との橋渡しを行う。また、経済連携
協定の活用に関する個別相談等も行っている。

JAPANブランド育成
支援事業

複数の中小企業・小規模事業者が連携し、自らが持つ素材
や技術等の強みを踏まえた戦略を策定し、当該戦略に基づ
いて行う商品の開発や海外見本市への出展等を行うプロ
ジェクトを支援する。  
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海外投資保険

戦争・テロ・天災や外国 政府による収用・権利侵害等の

リスクによる投資損をカバーすることにより、日本
企業が安心して海外投資を行うことができる。

海外ビジネス戦略推進
支援事業

中小企業基盤整備機構による、海外市場への投資や販路
開拓等、海外展開を検討する中小企業・小規模事業者の実
現可能性(F/S)調査や、自社のWebサイトの 外国語化

等の支援。

地域ネットワーク活用海
外展開支援事業

複数の地域支援機関によるネットワークの支援を受けつつ、
中小企業・小規模事業者のグループが行う、海外展開を目
指す事業を支援する。

中小企業国際化支援ア
ドバイス事業

海外展開に関する課題や悩みに関して、無料で何度でも海
外ビジネスの専門家によるアドバイスを受けることができる。

日本企業に安心して海外との取引を行えるようにするため
の支援制度で、輸出先国による不可抗力のリスク、又は海
外の取引先の信用リスクの事故により、貨物代金を受け取
れない事態に備えることができる。

貿易保険

 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（６） ビジネス環境 (Business environment) 

① 韓国のビジネス環境に対する支援策 

～国内市場の中小企業製品への拡大需要と中小企業の販売ベースを強化する～ 

韓国中小企業庁は、コールセンターを管理して、民間の中小企業の販売のルート

とマーケティングをサポートし、調達相談ミーティングを催しており、共同ブラ

ンドの開発も推進している。また、女性の起業家の支援も行っている。 

 

～中小企業の成長を支える資金指針の提供～ 

設備投資に対する長期投資の指針を、主に信用力が労働力に依存しているような

時期の企業家や小規模企業に提供している。 

中小企業庁は、信用失墜による場合等の、連続倒産から中小企業を保護するため

の、保険サービスを管理している。 

 

～中小企業市場に見合うように熟練した人的資源を育成する～ 

マンパワー頼りとなる中小企業の問題を解決するよう、中小企業庁が中小企業用

の優秀な人的資源の流入のための必要条件を作成して、中小企業の人的資源需要

と供給の間の不適当な組合せの問題を解決しようとしている。 
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② 日本のビジネス環境に対する支援策 

ビジネス環境については、韓国の支援策に沿って、販路開拓、設備投資、信用保

証、女性の企業支援、人材獲得・育成の面から、ピックアップした。 

 

図表１－９ 日本のビジネス環境支援策  

信用保証協会法
信用保証協会の設立、管理、業務、監督等について規定す
ることにより、信用保証制度を確立し、中小企業者等に対す
る金融の円滑化を図ることを目的とする法律。

「証券化支援スキーム」
を活用した融資制度

証券化の手法を活用することで、中小企業・小規模事業者
の資本市場へのアクセスを促進し、無担保・第三者保証なし
の資金供給を支援する。

特定社債保証制度(私
募債保証制度)

中小企業者へ私募債発行による直接金融の途を開き、資金
調達の多様化・円滑化を図ることができる。

女性、若者/シニア起業

家支援資金

女性、若者、高齢者のうち新規開業して概ね7年以内の方

を優遇金利で支援する融資制度。

経営革新支援事業
中小企業者が、経営の向上を図るために新たな事業活動を
行う経営革新計画の承認を受けると低利の融資制度や信用
保証の特例など多様な支援を受けることができる。

地域工場・中小企業等
の省エネルギー設備導
入補助金

地域の工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入
等を支援する。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応
することができる体制を整備する。

省エネ・新エネ関連設備
等の導入に対する支援

中小企業者等が高効率な省エネルギー設備を導入する際
や、新エネルギー利用設備を導入する際等に各種支援を受
けることが出来る。

中小企業投資促進税制
機械・装置等を導入した場合、税制の特別措置を受けること
ができる。

中小企業者等の少額減
価償却資産の取得価額
の損金算入の特例制度

取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場

合、税制の特別措置を受けることがでる。

中小企業総合展(新価

値創造展)・販路開拓

サポート支援

中小企業者が自ら開発した新製品、サービス、技術等を一
堂に会し展示することにより、販路開拓、市場創出、業務提
携といったビジネスマッチングを促進することを目的として、
中小企業総合展を開催している。

販路開拓コーディネート
事業

優れた新商品・新サービスを持つ中小企業者の、マーケティ
ング企画からテストマーケティング活動 までを支援し、新

たな市場開拓に繋げる。
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地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域の
中小企業・小規模事業者の皆様が必 要とする人材を発

掘し、紹介・定着までを一貫支援する。

地域中小企業人材バン
ク事業

ものづくり中核人材育成
事業

ものづくり中小企業・小規模事業者が、現場で働く人材に対
して、技術・技能の向上等に関する講 習を受講させる際

の費用の2/3を補助する。

キャリア形成促進助成金
企業の人材育成と労働者のキャリア形成のための助成金制
度がある。

人材不足分野における
人材確保のための雇用
管理改善促進事業

人材不足分野の事業を営む事業主が、人材確保のために
従業員の処遇や職場環境の改善などの雇用管理改善を行
う場合に、雇用管理制度の導入・運用のための無料のコン
サルティング通 じて「魅力ある職場づくり」を支援す

る。

経営セーフティ共済
取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金
の貸付けを受けることができる。

中小企業・小規模事業
者の受注機会の増大の
ための支援

官公庁などからの発注における中小企業・小規模事業者の
受注機会を増やすため、官公需についての中小企業者の受
注の確保に関する法律(官公需法)に基づき、各種の支

援を行っている。

 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（７） 技術（Technology） 

① 韓国の技術支援策 

～中小企業の技術革新能力を強化する～ 

韓国にとって重要となる技術力を有している企業の能力を強化するために、研究

開発プログラムの一部として、革新的技術をもつ企業をサポートするプログラム

を運用している。 

 

～革新的な中小企業の発見と育成～ 

グローバル環境が急速に変化していくなか、対応できる企業の技術をサポートす

る事は韓国の経済にとって非常に重要である。2001 年、2006 年においてこれを

サポートするプロジェクトを行ってきている。 

 

～産学官連携による技術開発、および研究機器の共同使用のサポート～ 

中小企業による、高価なテストの無料使用を、地方の中小企業庁管理組織によっ

てサポートする体制がある。 
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～中小企業の技術保護のサポート～ 

中小企業のキーとなる技術の保護を、技術保護センターがサイバーアタック等か

ら保護するようにしている。 

 

② 日本の技術支援策 

日本における中小企業の技術支援は、特許料の軽減や金融支援、産学連携、税

制支援などである・ 

 

図表１－１０ 日本の技術支援策   

公設試験研究機関(公
設試)

技術相談、依頼試験・分析、受託・共同研究などの技術的な
支援を受けることができます。

革新的ものづくり産業創
出連携促進事業(戦略

的基盤技術高度化支
援事業)

我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を
目指し、中小企業者が特定ものづくり基盤技術(精密加工、

立体造形等の12技術)の高度化に資する研究開発及び

販路開拓への取組を一貫して支援する。

中小企業技術革新制度
(SBIR制度)に基づく

支援

国等の指定する特定の研究開発補助金等を受けた中小企
業者等は、特許料の軽減や日本政策金融公庫の特別貸付
制度などの支援を受けることができる。

シーズ活用研究開発事
業

中小企業者・小規模事業者と大学等とのライセンスを加速す
るため、新事業につながる技術開発を支援する。

研究開発税制
中小企業者等が試験研究を実施した場合、税制の特別措
置を受けることができる。

 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（８） 小規模企業 

① 韓国の小規模企業支援策 

～スタートアップ成功の奨励～ 

平均収支、通行人の数、商業地域の密度など、ビジネス環境を提供するシステム

を構築している。創業塾も開講しており、スタートアップのための環境を整えて

いる。さらに中小企業庁は専門家派遣により、専門家による詳細な分析とアドバ

イスを提供する仕組みを運営している。 

 

～ビジネスマネジメント能力の強化と、生計をサポートするための小規模企業の
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セーフティーネットワークの拡張～ 

中小企業庁は、生計サポート〈パン店や洗濯店などの〉のために、協同組合の構

成を推奨し、サポートを行っている。ICT によるロジスティックスサポートも実

施している。 

 

② 日本の小規模企業支援策 

日本でも、2014 年に小規模企業振興基本法が交付され、金融支援、補助金、専

門家による指導、経営計画の策定など、多面的な制度がある。 

 

図表１－１１ 日本の小規模企業支援策  

経営改善普及事業

商工会、商工会議所は、経営改善普及事業として、経営指
導員等を設置し、小規模事業者に対する個別相談・指導を
実施している。しかし近年では、個別の相談・指導を中心とし
た体系から地域振興事業の実施、専門指導体制の整備、後
継者育成等の人材能力開発の推進、創業や経営革新、新
事業展開に関する支援等をも含めた多面的な体系へ変化し
ている。

小規模事業者支援パッ
ケージ事業(小規模事

業者持続化補助金等)

人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた小
規模事業者の持続的な経営を 推進するため、小規模事

業者が行う国内外での販路開拓を、経営計画の作成
支援や補助金 等を通じて総合的に支援している。

小規模事業者経営改善
資金融資制度(マル経

融資)

経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資を
受けることができる制度。

小規模事業者経営発達
支援融資制度

一定の要件を満たす小規模事業者は、事業の持続的発展
のための取組に必要な設備資金及びそれ に付随する運

転資金について低利で融資を受けることができる。
 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（９） 伝統的な市場（Traditional Market） 

① 韓国の伝統的な市場に対する支援策 

～便利で安心な買い物環境を構築する～ 

中小企業庁は、経済の活性化、および伝統的な市場の増加と収益を確保するため

に、伝統的な市場アーチ、駐車場などの便利な設備の設立等のプロジェクトを追

跡している。スマートフォンでの支払いシステムを促進し、携帯電話でのモバイ

ルショップの推進も行っている。 
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～魅力的な伝統的市場を創造する～ 

中小企業庁は、伝統的市場と市場の変化を融合させ、ローカル文化と結び付けら

れる購入、消費、および商品アトラクションの場所に変更している。新規顧客向

けに、中小企業の収益等に寄与する、全国的に使用できる「伝統的市場 Onnuri

商品券」を 

発行している。 

 

② 日本の伝統的な市場に対する支援策 

日本にも、下記のような伝統市場に対する支援策がある。 

図表１－１２ 日本の伝統市場への施策  

ふるさとプロデューサー
育成支援事業

地域の多くの関係者を巻き込み、地域の特色を活かした産
品をブランド化し、大都市や海外に売り出す「ふるさとプロ
デューサー」人材を育成する。

伝統的工芸品産業支援
補助金

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく各種計
画の認定を受けた方は、支援措置を受けることができる。

 

中小企業施策総覧 平成 27 年版より 

 

（１０）日韓の有資格者によるサポート 

  ① 韓国の経営技術指導士による中小企業のサポート 

    韓国の経営技術指導士は国家公認企業専門家として、①政府支援コンサルティン

グ事業主管、②中小企業無料相談、③企業診断報告書管理Ⅳサービス品質認証支援、

等を中小企業支援施策として実施している。また、経営指導士業務としては、経営

の総合診断・指導、人事、組織、事務管理、財務管理及び会計、生産・流通管理、

マーケティング、輸出入業務の診断・指導等を行っている。技術指導士業務として

は、技術の総合診断・指導、工程自動化技術及び工程改善技術、部品・素材開発・

試作品等の診断・指導、エネルギー技術、設備管理技術の診断・指導等を行ってい

る。 

 

② 日本の中小企業診断士による中小企業のサポート 

日本の中小企業診断士は、「中小企業支援法」第 11 条に基づき、経済産業大臣

が登録する法律上の国家資格として企業の成長戦略策定やその実行のためのアド

バイスが主な業務とし、中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプ役、また、専

門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等幅広い活動を行っている。
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「現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイス」が主な業務であり、中小企

業支援法に基づき、「経営の診断及び経営に関する助言」を行っている。 

 

３． 日韓中小企業支援策を比較して 

 

（１）韓国の中小企業支援策の課題と成果 

  ① 大企業と中小企業との格差 

    韓国経済は、一般的に政府主導型・大企業集中により牽引されてきたと言われて

いる。サムスン電子の 2014 年の売上高が韓国の名目 GDP の 13.83%に達し、韓国

10 大財閥の売上高合計でみると、それは 75%に達する。韓国経済の大企業への依

存度は世界的にも最高の水準となっている。また、中小企業中央会が毎年出版して

いる中小企業統計によると、2013 年の大企業労働者の賃金が月平均 444 万 7000 ウ

ォンであるのに対し、中小企業のそれは 276 万 4000 ウォンであり 62.2%の水準で

あった。  

    このように、韓国では、大企業と中小企業における格差が主要な経済問題となっ

ているが、これには韓国の産業政策における歴史的背景があるというのである。韓

国政府は、工業化を目指す過程で、財閥を成長の担い手として支援してきた。この

結果として財閥中心の経済構造が形成され中小企業の発達を阻害してきたのである。 

韓国の金融システムは、61 年に民間銀行が国営化され、商業銀行は政策金融のた

めに活用された。その政策金融のウェイトは高く、73 年から 81 年の間、韓国の政

策金融は預金銀行の全貸付の約 60%を占めたと指摘されている（世界銀行[1993]）。こ

のため、政策対象外となった産業や中小企業は資金調達が困難になった。また、財閥グルー

プは、事業の多角化を進めることにより自己のグループ内にフルセットの産業を抱

え、取引コストの削減を図った。これによりグループを超えた市場の形成が阻害さ

れ、中小企業の成長も阻害された。60 年から始まった輸出志向工業化では、政府は

輸出振興のために、輸出加工区の設置、輸出金融、貿易振興機関の設立を行った。

これにより、輸出偏重が生じ、中小企業も輸出志向を強めたため国内における産業

リンケージの形成が遅れることとなった。このことが、財閥企業にフルセットの産

業を抱えることを誘発したとも考えられている。 

このような大企業依存型の経済構造は、企業規模間の二重構造による成長の不均

衡を生じさせ、中小企業の成長と発展を遅らせると共に 1997 年の通貨危機の原因

になったとも言われている。 

近年のウォン安政策や FTA の積極的推進などのグローバル政策も、その恩恵を 
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享受したのは大企業に限定される。  

    このような背景から、韓国の中小企業政策は、財閥グループの中小企業に対する

影響力の排除と、中小企業に対する支援の二本柱から成り立っていると言われてい

る。全斗換政権時代には、中小企業固有業種制度が設けられ、法律に基づき指定さ

れた特定の業種について大企業の参入が制限された。中小企業固有業種制度は、規

制緩和の流れで 2006 年に廃止されたが、2010 年には李明博大統領が大企業と中小

企業の共生（Shared Growth）を強調し、同伴成長委員会が発足した。同伴成長委

員会では、中小企業適合業種の指定勧告、大企業の同伴成長政策への協力の促進等

を行っている。これにより、大企業の無分別な進出を防ぎ中小企業に競争力確保の

機会を提供することを目的としている。 

    しかしながら、こういった財閥グループの影響力を排除する政策は、中小企業に

対する過剰保護であり、かえって競争力をそぐことになるとの批判や、大企業の参

入による産業の近代化・効率化といったプラス効果を阻害するとの批判も根強くあ

る。 

また、中小企業適合業種の指定に伴う規制は、主として韓国国内の大企業を対象

にしているため、韓国企業の事業縮小等によって空洞化した市場を外国企業に奪わ

れるおそれもある。現に、大企業の参入を防いだ照明分野について、外国系企業が

国内電球市場の７０％を確保したり、日本の外食チェーンが次々と韓国の外食市場

でシェア拡大を続けているといった実例がある。 

こういった実態を見ると、財閥グループの影響力排除よりも、大企業と中小企業

がより対等に取引ができる環境の整備の方が重要であるように思える。韓国の中小

企業基本法では、中小企業オンブズマン制度がるが、そのような制度が一体どれく

らい機能しているか、現状を把握する必要があるのではないだろうか。 

 

② 高い開業率にみる活発な事業創出 

韓国の中小企業施策における大きな成果は、活発な開業率である。特に通貨危機

後の経済の回復過程において、活発な創業とそれによるベンチャー企業の躍進が最

も注目された。これは当時、時限立法として制定された「ベンチャー企業育成に関

する特別措置法」により、政府がベンチャー企業として認定した会社に手厚い保護

を与えたことが大きい。その他、店頭市場である Kosdaq 市場の台頭やインターネ

ットの普及による情報インフラの進展、構造改革による自発的・非自発的大量失業

の発生で、優秀な労働力が中小・ベンチャー企業に供給されたことなど、ベンチャ

ー企業に追い風になった要因はさまざまである。 
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表１－１３は、新設法人数と倒産法人数の推移を示している。1998 年に 1.8 倍ま

で落ち込んだ新設法人が、翌年一気に 7.8 倍となり 2001 年には 12.3 倍まで膨らん

でいる。これは、倒産企業数が、通貨危機の回復過程の 1999 年以降大幅に縮小し

ていくのに対し、新設法人は 1998 年の 2 倍以上になっているからである。 

 

図表１－１３  創業と廃業の推移  

年度 1997 1998 1999 2000 2001
倒産企業数 8266 10536 3840 3840 3220
新設法人数 21057 19277 29976 41460 39609
倍数（ｂ/a） 2.5 1.8 7.8 10.8 12.3  

（中小企業庁(2002)『中小企業関連統計』より作成） 

 

韓国では、現在でも創業に対する施策が充実している。特に、子供や学生などの

若者に対する企業家精神の啓蒙活動は日本には見られない。その他、商法において

も発起設立の際の公証手続の免除や、設立時の株金納入金保管証明書提出の免除、

株主総会招集手続の緩和、会社設立時の認可手続きの緩和など、中小企業の創業に

対する支援が活発に行われている。 

図表１－１４は韓国におけるベンチャー企業と Inno-biz 企業（＊）の推移、図表

１－１５は韓国における企業の開廃業率の推移を日本の開廃業率と比較したもので

ある。これによると、韓国の創業に対する支援策が効果を発揮していることがうか

がえる。また、開廃業率については、日本と韓国における統計の性質や定義が異な

るため、単純に比較することはできないが、日本より 3 倍程度高くなっており、経

済の新陳代謝も活発であることがうかがえる。 
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図表１－１４  韓国におけるベンチャー企業と Inno-biz 企業の推移 

 

（Small & Medium Business Administration のデータに基づき作成。） 

＊Inno-biz 企業とは、ベンチャー企業よりも更に革新的な技術を持つ企業のことをい 

う。 

 

図表１－１５ 韓国における企業の開廃業率の推移(日本との比較)  
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（中小企業庁(2014)、Statistics Korea『Business demography statistics in 2012』(2012)） 
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（３） 日本の中小企業支援策の課題 

① 低い開業率 

韓国とは対照的に日本の起業活動は 1980 年代以降低迷を続けている。1999 年

の中小企業基本法の改正以来、新規開業の支援は中小企業施策の重要課題となり、

さまざまな公的な開業支援が行われたが、まだ十分な効果は表れていない。 

政府はこのような状況を憂慮し、2013 年 6 月に閣議決定された新成長戦略「日

本再興戦略」の一環として、開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率

が米国・英国並みに 10%台になることを目指している。しかしながら、従来の創

業支援策で、我が国の開業率が大きく変化するのだろうか。そこで、起業活動が

活発な韓国における創業支援策との比較をもとに、日本が取り組むべき創業の支

援について検討してみた。 

まず、日本の開業率の現状であるが、開業率や廃業率の測定基準は国によって

異なるため、多国間の厳密な国際比較は困難である。そこで、起業活動の測定基

準を統一した GEM(Global Entrepreneurship Monitor)のデータを用いて、国際

的な日本の位置付を確認してみる。 

起業活動の段階別の定義として、まず「懐妊期の起業家」 (nascent 

entrepreneurship)は、過去 1 年間に起業の具体的な準備をしている人を指す。そ

して、「誕生期・幼児期の起業家」(young business entrepreneurship)は、開業か

ら 42 カ月未満の起業家を示している。成人(18〜64 歳)人口 100 人あたりの「懐

妊期」と「誕生期・幼児期」の起業家の合計人数は TEA(Total Early-stage 

Entrepreneurial Activity:総合起業活動指数) と呼ばれる。この数値が高いほど、

起業活動が活発であるということになる。 

GEM 2013 Global Report によれば、最近の日本における懐妊期の起業家の比

率は 2.2%、誕生期・幼児期の起業家の比率は 1.5%で、TEA は 3.7%である。韓

国では、懐妊期の起業家の比率は 2.7%、誕生期・幼児期の起業家の比率は 4.2%

で、TEA は 6.9%である（表１－１６）。因みに日本の懐妊期の起業家比率は OECD

加盟国の中で最低である。このように、国際的に比較可能な指標で見ても日本の

起業活動は極めて低調であり、先進工業国の中で最低水準であることが分かる。 
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図表１－１６ 起業活動指標の国際比較 

 
（2013 年）（GEM 2013 Global Report より） 

 

 日本の開業率が低い要因については、これまでさまざまな議論がなされてき

た。例えば、2003 年版中小企業白書では、1970 年代以降の長期の時系列で見て、 

開業率と実質 GDP 成長率、事業者対被雇用者収入比率（被雇用者の平均収入に

対する自営業者の平均収入の比率）の間に有意な正の相関があることを指摘して

いる。経済成長率は 1970 年代初期から長期的には低下傾向にあり、特に 1990 年

代以降の低成長期には、事業機会が少ないために開業率が低くなったのかもしれ

ない。また、事業者対被雇用者収入比率は、1970 年代前半までは 1 を超えていた

（自営業者のほうが被雇用者より平均的には収入が高かった）が、1973 年をピー

クに低下を続け、2001 年には 0.52 まで低下した。 

しかし、英国のように、相対的な自営業収入が日本と同じくらい低いにも拘わ

らず、開業率が非常に高い国もある。また、2014 年版中小企業白書では、起業動

機の上位を占めるのは「自分の裁量で仕事がしたい」「仕事を通じて自己実現を図

る」「趣味や特技を活かす」「専門的な技術・知識を活かす」という動機であり、

所得動機は下位に留まる。期待所得の低下は、開業率の低下の理由のひとつでは

あるが、最も重要な理由ではないと考えられる。 

ここで、GEM 2013 Global Report から事業機会の認識と起業家能力の自己評

価についてのデータを見てみたい。日本では「今後 6 カ月以内に、自分が住む地

域に起業に有利なチャンスが訪れると思う」と答えた人の割合が 7.6％、また「自

分が新しいビジネスを始めるために必要な知識、能力、経験を持っている」と答



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

26 

えた人の割合が 12.8％で、他の調査対象国よりも圧倒的に低くなっている。韓国

は、それぞれ 12.7％と 28.1％である。また、独立行政法人経済産業研究所での高

橋徳行氏らのレポートは、事業機会の認識と起業家能力といった起業態度指標の

高い人は、TEA が高くなるという分析結果を示している。このことから、日本の

開業率を高めるには、融資や補助金などの創業支援よりも、起業態度に働きかけ

る施策の方が重要であると言える。 

 

図表１－１７ 起業態度指標の国際比較 1 : 事業機会の認識（2013 年)  

 
 

図表１－１８ 起業態度の国際比較 2:起業家能力の自己評価（2013 年） 
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一方、韓国の創業支援では、「青少年ビジュクル」や「創業アカデミー」など小

学生から大学生までを対象に、創業マインドや創業知識、起業家精神などについ

ての教育を行う施策がある。社会に出る前に、起業家としての教育を受けること

で、日頃から起業を意識するようになり、その結果、起業態度に良い影響を及ぼ

しているということは十分に考えられる。従って、日本においても、社会に出る

前の子供や若者に対して、起業や創業についての教育を行うことが、開業率の向

上に効果があるのではないだろうか。短期間での成果は出にくいが、創業に対す

る意識を文化的土壌から変えていくのも重要であると考えらえる。 

 

② 多様な中小企業のニーズへの対応と経済格差 

 日本では、1999 年に中小企業基本法が全面的に改正され、中小企業支援の政策

目的は「大企業と中小企業の格差是正」から「多様で活力のある中小企業の成長

発展」へと大きく変化した。また、2014 年には小規模企業振興法が交付され、多

様な中小企業・小規模企業の政策ニーズに対して、よりきめ細かな対応を目指す

ものになった。 

では、改正の後、日本の中小企業施策がどれくらい多様な中小企業のニーズを

満たしているのか。中小企業白書 2014 年版にある中小企業・小規模事業者施策

の活用状況とその評価によると、実際に施策を「活用したことがある」と回答し

た中小企業・小規模事業者は約 1 割であったが、その約 1 割の中小企業・小規模

事業者のうち、施策の評価について「高く評価している」もしくは「評価してい

る」と回答した割合は約 7 割であった。このような結果は、認知度といった課題

は残るものの、日本の中小企業施策が中小企業・小規模企業の経営課題の解決に

一定程度役立っていることをうかがわせる。 

しかしながら、大企業と中小企業の格差という問題は、現在の日本において完

全に解消されたと言えるのだろうか。昨今の円安・株高の恩恵を受けているのは、

輸出企業や大企業に限定している一方で、中小企業はグローバル化の波に取り残

され、資源高や消費増税の影響による仕入れコストの増大が収益力の低下を招い

ている。図表１－１９は直接輸出を実施している製造業の推移を見たものである。

これをみると、直接輸出を実施しているのは中小製造業で 6,336 社であるが、こ

れは中小製造業全体の 3％程度となっている。また、図表１－２０は一人当たり

名目付加価値額上昇率（収益力）の企業規模間格差（中小製造業－大企業製造業）

の推移である。これを見ると、90 年代後半以降、リーマンショックのあった 2000

年代後半を除き、中小製造業の一人当たり名目付加価値額の伸びは、大企業製造



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

28 

業を下回るようになっている。2014 年版中小企業白書によると、その要因は、中

小製造業の価格転嫁力が近年大きく低下しており、その要因として中小製造業の

仕入価格が大企業製造業を大きく上回って上昇していることを指摘している。 

また、大企業と中小企業の規模間格差について、経常利益率の推移を見てみた

い。図表１－２１は、売上高経常利益率の規模間格差の推移を表したものである。

これによると、オイルショックから数年後に中小企業の経常利益率が大企業のそ

れを上回ったものの、70 年代半ばから 80 年代末にかけて大企業の経常利益率が

中小企業を上回り規模間格差が拡大していく。そして、80 年代後半から 90 年代

初頭におけるバブル景気からその崩壊にかけて規模間格差は縮小に転じ、再び

2000 年代に向けて拡大に転じている。その後、2008 年のリーマンショックの際

に一時的な縮小が見られた後、再び拡大に向かっている。景気の波に沿って格差

が縮小する期間を挟みつつも、長期的な推移では規模間格差は拡大している傾向

にあると言える。 

 

図表１－１９ 直接輸出企業の数と割合の推移(中小・小規模製造業) 

 
 中小企業白書 2014 年版 
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図表１－２０ 一人当たり名目付加価値額上昇率（収益力）の企業規模間格差 

（中小製造業－大企業製造業） 

 

中小企業白書 2014 年版 

 

図表１－２１ 売上高経常利益率の規模間格差 

 

現代中小企業の動態分析 高田亮爾 MINERVA 現代経営学叢書 

 

 上記により、利益率、収益力の点で大企業と中小企業の間に格差があることが

確認できた。しかしながら、旧中小企業基本法が制定された 60 年代と現在とでは
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経済構造も大きく変わっており、その格差は質的に異なるものである。旧基本法

では中小企業問題を、生産性格差に象徴される大企業と中小企業のいわゆる二重

構造問題として捉え、主な支援の対象は設備の近代化と取引条件の向上であった。

一方、現在では、先進国における経済のソフト化とグローバル競争の激化といっ

た環境の中で、いかに競争力を高めるかが中小企業の主な経営課題である。 

 従って、現在の経済環境においては、単なる設備の近代化だけでは十分とは言

えず、むしろそれを使う人材の確保・育成が重要となってくる。図表１－２２、

２３はそれぞれ平成 4 年と平成 24 年における従業者規模毎の年齢分布である。こ

れによると、平成 4 年に比べ平成 24 年の方が全体的に労働力の高齢化が進んでお

り、規模が小さい企業ほど高齢化の程度が著しいことが分かる。 

 これは、中小企業は大企業に比べ、中高年の労働力に対する依存度が高いこと

を表しており、人材への投資が大企業に比べて行われていないことを示唆してい

ると言えるのではないか。一般に中高年の賃金は中堅社員に比べ低いと言われて

いる。このため、中高年の労働力に依存することで人件費を抑制しているとも考

えられる。 

 以上のことから、大企業と中小企業の格差是正の観点から、人材の確保・育成

に対する中小企業への支援をより積極的に行うことが、今後の中小企業支援策に

求められると考えられるのである。 

 

図表１－２２ 平成 4 年 従業者規模毎の年齢分布(会社に所属する有業者) 

 



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

31 

図表１－２３ 平成 24 年 従業者規模毎の年齢分布(会社に所属する有業者) 

 
総務省 就業構造基本調査 

 

（４） 日韓に共通する今後の課題 

① 女性の起業支援 

日韓ともに、少子高齢化が進んでおり、女性の活躍は喫緊の課題となっている。

日本では、2014 年に安倍政権が「女性の活躍推進」を成長戦略の中核と位置付け

ている。一方、韓国では 80 年代から女性運動がさかんになり、女性の社会進出に

対する取組みは日本に比べ活発に行われている。2015 年の中小企業施策において

も、女性の起業支援に 1 つの章を割り当て、教育や研修、公共機関による女性企

業製品の購買など、施策の数は 10 にのぼる。 

しかしながら、世界的にみて、日韓ともに女性の起業活動は低い水準にある。

図表１－２４は GEM（Global Entrepreneur Monitor）が行った調査で、男性の

起業率に対する女性の起業率の割合を表したものである。1 を超えると女性の起

業率が男性のそれを上回り、1 の時は女性と男性で起業率が同じであることを示

している。韓国は 0.32 倍、日本は 0.44 倍であり、決して高い水準にあるとはい

えない。 

 

 

 

 

図表１－２４ 女性の起業活動率/男性の起業活動率 2011 年 
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また、日本と韓国では、起業以前に女性の社会進出そのものが世界的に低い水

準にある。表１－２５は、管理的職業従事者に占める女性の割合を表すものであ

るが、日本と韓国の低さが目立っている。そもそも、日本と韓国では、大卒女性

の就業率が低く、OECD 平均が 79%であるのに対して、日本は 68%、韓国は 62%

とさらに低い水準 にある(2011 年・OECD)。 

 

図表１－２５ 管理的職業従事者に占める女性の割合 

 

（労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2013」 第 3-4 表） 

女性の社会進出がなかなか進まない背景としては、第一に両国とも長時間労働
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の慣行があり、女性に家事や育児の負担が集中していることがあげられる。週 50

時間以上働く人の割合は、北欧では 5%未満、英米で 15%未満であるのに対して、

日本は 30%、韓国は 22%と高い。また、年功賃金や労働時間外のコミュニケーシ

ョンが重視される傾向なども、女性の社会進出に不利に働いているとされている。 

図表１－２６は男性が育児や家事に費やす一日当たりの時間を表したものであ

るが、OECD の平均が 140 分に対して、日本は 59 分、韓国は 45 分とさらに短

い。 

図表１－２６ 男性が無償労働（家事・育児等）にかける時間（1 日当たり） 

 

OECD (2012) Closing the Gender Gap: Act Now Figure 17.1  

(注)家事、育児、介護、ボランティアなどの時間。 

 

日韓ともに、女性の社会進出、起業ともに低調であるが、政府の取組に関して

は、韓国は日本に比べさまざまな試みがなされている。1980 年代に女性運動が活

発化し、1986 年には韓国女性団体連合が発足、1995 年には女性発展基本法、1999

年には女性差別禁止法および女性企業支援法ができ、2000 年には国会議員のクオ

ータ制導入、2001 年には女性部(日本の省に相当)が設置された。2002 年の出生率

1.17 ショック以降は、低出産・高齢社会基本計画に沿って、ワーク・ライフ・バ

ランスの取り組みが強化されたほか、経済的負担軽減の観点から保育無償化が進

められた。さらに子どもの健全育成の観点から、普遍的保育への転換や保育の質
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向上に向けたさまざまな取り組みなど、日本の一歩先を行く施策が多く見られる。

起業に向けた支援についても、冒頭で触れたように日本に比べ豊富な支援策が整

備されている。 

このような取組みの効果か、近年では、韓国において女性の社会進出の活発化

をうかがわせる兆しも見られる。例えば、GMI Ratings が行った 2013 年度女性

取締役調査結果（世界 45 か国、5,977 社以上）によると、企業における女性役員

比率や、女性役員が一人以上いる企業割合では、韓国がそれぞれ 1.9%、15.1%に

対し日本が 1.1%、12.1%と、韓国が日本を上回っている。その他、企業経営者に

占める女性の割合が、2000 年から 2010 年の間に、日本では低下しているのに対

して、韓国では 18.0%から 21.7%に上昇している（図表１－２７）。 

 

図表１－２７ 企業経営者に占める女性の割合 

 
（OECD Closing the Gender Gap: Act Now Figure 22.1） 

 

日本では自民党が、指導的地位の女性の割合を 30%にすることを目標に掲げて

いるが、待機児童の問題もなかなか解消されていない現状を見ると、韓国に比べ

大きく遅れをとっていると言わざるを得ない。まず、女性が社会で活躍するには、

家族観そのものを変え、男性の家庭生活への参画を促す必要があるが、日本では

そういった議論すら不足している。このため、日本の女性活躍支援は、未だ女性

に育児か仕事かの二者択一を迫るものとなっている。 

また、韓国においても、欧米の水準に比べると決して成果が出ているとは言え
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ず、課題も多い。長時間労働、年功賃金、労働時間外のコミュニケーション重視

など、女性の活躍にとって不利となり得る労働慣行が、政策のみで変えられるの

か。女性の活躍についても、女性団体やエリートが中心の議論で、女性のなかで

の格差の問題もある。今後は、他の先進諸国の施策や経験を顧みつつ、日韓両国

の対策に期待したい。 

 

 

 

 



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

36 

第２章 日本の中小企業診断士制度と韓国の経営・技術指導士制度の

比較と連携可能性 

 

韓国中小企業の経営を専門家が支援する制度として、経営・技術指導士の制度が

ある。これは日本の中小企業診断士制度と同様の制度である。その制度を、日本の

診断士制度と比較しながら、特徴をみておきたい。 

 

１．制度の比較 

日本の診断士制度はその前身である「中小企業診断員」としてスタートした 1952

年から 64 年経つが、韓国の経営・技術指導士（以下、指導士と呼ぶ）の制度は 1956

年に設立され、30 年の歴史を持つ。30 数年の歴史の開きがあるが、その制度はき

わめて類似している面もあれば、異なる面も多くみられる。 

（１）制度の概要と比較 

診断士および指導士の資格と、その所属団体となる診断協会および指導士会の組

織比較を図表２－１に示す。 

資格は診断士も指導士もともに国家資格であるが、診断士は中小企業支援法に法

的根拠を持ち、指導士は中小企業振興法に根拠を持っている。また、登録要件とし

ての資格試験も規定されている。 

指導士については、その業務内容も中小企業振興法第 47 条で規定されている。経

営指導士は７項、技術指導士は 10 項の業務が指定されている。一方、中小企業診断

士については、中小企業支援法で「経営の診断及び経営に関する助言」と漠然とし

た規定にとどまっている。しかしながら、指導士に規定された業務内容は、診断士

がふだん従事する業務内容と比べて特殊な領域を含んではいない。（図表２－１には、

診断協会が行ったアンケート調査で「得意とする分野」と「興味を持っているコン

サルティング分野」を対比的に記した。） 

資格試験の内容を見ると、1 次試験では、経営指導士および技術指導士はともに 6

科目を受験し、2 次試験で、経営指導士は人的資源管理分野、財務管理分野、生産

管理分野、マーケティング分野の 4 分野から１分野を選択、技術指導士は機械分野、

金属分野、電気電子分野、繊維分野、化学分野、生産管理分野、情報処理分野、環



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

37 

境分野、バイオテクノロジー分野の 9 分野から１分野を選択して受験することにな

っている。かつて中小企業診断士が、商業、工鉱業、情報の 3 部門あった時代があ

り、2000 年の中小企業支援法の改訂に伴い部門は統合されて一本化されているが、

経営指導士および技術指導士は、専門分野がより細分化されているのが特色である。 

 

図表２－１ 診断士と指導士の資格制度比較 

 中小企業診断士 経営・技術指導士 

資格の

種類 

中小企業支援法（昭和 38 年法律第 147

号）で「中小企業の経営診断の業務に従

事する者」にあたり、「中小企業診断士

の登録等及び試験に関する規則」（平成

12 年通商産業省令第 192 号）に基づき

登録される。 

中小企業振興に関する法律第 46 条（指

導士の資格要件等）に指導士について規

定がある。 

①中小企業の経営や技術指導に関連

して中小企業庁長が行う指導士資格

試験（経営指導士の資格試験や技術指

導士資格試験をいう）に合格した者

は、指導士（経営指導士や技術指導士

をいう）の資格を有する。 

登録・

管轄 

経済産業省中小企業庁 知識経済部中小企業庁 

業務範

囲 

中小企業診断士の業務は、中小企業支援

法で「経営の診断及び経営に関する助

言」とされている。 

 「現状分析を踏まえた企業の成長戦略

のアドバイス」が主な業務だが、その活

動範囲は幅広く、詳細な定義はされてい

ない。 

2011 年 1 月中小企業診断協会が行った

アンケート調査では、得意とする専門分

野に、「経営企画・戦略立案、販売・マ

ーケティング、財務、人事・労務管理、

生産管理、情報化・ＩＴ化、技術・製品

開発、海外展開・国際化、農林水産振興、

医療・福祉・介護、物流、観光振興、環

①経営指導士の業務 

1.経営の総合診断・指導 

2.人事、組織、労務、事務管理の診断・

指導 

3.財務管理と会計の診断・指導 

4.生産、流通管理の診断・指導 

5.販売管理および輸出入業務の診断・指

導 

6.第 1 号から第 5 号までに関連する相

談、アドバイス、調査、分析、評価、

および確認 

7.第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 5 号に

関連する業務の代行（関係法令に基づ

いて機関に対して行う申告、申請、文、
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境保全、法務・特許、省エネルギー・新

エネルギー、その他」の順にあげられて

いる。また、興味を持っているコンサル

ティング分野として、「ベンチャー・創

業支援、経営戦略構築支援、中・長期経

営計画（ビジネスプラン）策定支援、経

営革新計画策定支援、新分野進出支援、

事業再生支援、事業承継支援、事業転換

支援、新業態開発支援、転業・廃業支援、

情報化戦略支援、人材育成支援、集団化、

共同化支援、生産・技術支援、省エネ・

環境保全支援、資金調達等財務支援、Ｉ

ＳＯ認証支援、物流支援、国際展開支援、

その他」があげられている。 

 

レポートなどの代行を含む） 

②技術指導士の業務 

1.技術の総合診断・指導 

2.工場の自動化技術とプロセス改善技

術の診断・指導 

3.工業基盤技術の診断・指導 

4.部品、素材の開発、試作品などの新技

術開発の診断・指導 

5.工業試験、分析、測定計測の診断・指

導 

6.情報処理の診断・指導 

7.設計技術、生産管理技術、品質管理技

術とデザイン・包装技術の診断・指導

8.省エネ技術、クリーン生産技術と設備

管理技術の診断・指導 

9.環境マネジメントの診断・指導 

10.その他第 1 号から第 9 号までに付随

する業務とこれに伴う相談、助言、調

査、分析、評価、証明、および代行（関

係法令に基づいて機関に対して行う

申告、申請、文、レポートなどの代行

を含む） 

 

試験制

度 

・第 1 次試験 

経済学・経済政策、財務・会計、企業

経営理論、運営管理、オペレーショ

ン・マネジメント、経営法務、経営情

報システム、中小企業経営・中小企業

政策 

・第 2 次試験 

筆記試験：①中小企業の診断及び助言

に関する実務の事例 I②中小企業の

・第 1 次試験（客観式） 

【経営指導士】中小企業関連法令、会

計学概論、調査方法論、英語、経

営学、企業診断論 

【技術指導士】中小企業関連法令、会

計学概論、調査方法論、英語、工

業経営学、自然科学概論 

・第 2 次試験（論述式） 

【経営指導士】 
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診断及び助言に関する実務の事例 

II③中小企業の診断及び助言に関す

る実務の事例 III④中小企業の診断

及び助言に関する実務の事例 IV 

口述試験：筆記試験において相当の成

績を修めた方を対象に口述方法によ

り実施 

・実務補習 

中小企業診断士第２次試験に合格後、

３年以内に実務補習を 15 日以上受け

るか、診断実務に 15 日以上従事する

ことにより、中小企業診断士としての

登録を行うことができる。 

人的資源管理分野：①人事管理②組

織行動 ③労使関係論（労働法を含

む） 

財務管理分野：①財務管理 ②会計

（財務会計・管理会計を含む） ③

税法（税務会計を含む） 

生産管理分野：①生産管理②品質マ

ネジメント ③経営科学 

マーケティング分野：①マーケティ

ング論②市場調査論 ③消費者行動 

【技術指導士】 

機械分野：①機械工作法②材料力学

③機械設計 

金属分野：①一般金属材料②金属加

工③金属熱処理 

電気電子分野：①電気機器②電気電

子材料③工業計測制御 

繊維分野：①繊維材料学②染色加工

③繊維試験法 

化学分野：①有機高分子工業②無機

材料工業③化学工業量論 

生産管理分野：①生産計画②品質管

理③需要管理 

情報処理分野：①情報通信概論②シ

ステムアプリケーション③ソフト

ウェア工学 

環境分野：①環境工学概論②廃棄物

処理③大気汚染制御 

バイオテクノロジー分野：①遺伝子

工学概論②生命科学③生化学 

・実務修習 

（教育時間）100 時間以上（正規班）
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または 60 時間以上（免除班） 

 

制度の

沿革 

1952年 - 通商産業省により中小企業診

断員登録制度創設。 

1963 年 - 中小企業指導法が制定され、

国や都道府県が行う中小企業指導事業

に協力する者として中小企業診断員の

位置付けを法定化（第 6 条）。 

1969 年- 中小企業診断員を中小企業診

断士に改称。 

1986 年 - 従来、商業と工鉱業の二つで

あった登録部門に「情報」を追加。 

2000 年 - 中小企業指導法を「中小企業

支援法」に変更。 

あわせて、指導法基準省令の大幅改正

（「中小企業支援事業の実施に関する基

準を定める省令（支援法基準省令）」）と、

新たな試験について「中小企業診断士の

登録等及び試験に関する規則（登録等規

則）」（平成 12年通商産業省令第 192号）

を制定。登録部門の区分はなくなり、一

本化された。（出所：Wikipedia） 

 

 

中小企業庁に登録された資格者の拠りどころとなる組織として、韓国には韓国経

営技術指導士会が存在する。日本の診断協会と異なり、試験合格者は全員指導士会

に入会することが必須条件となっている。そのため、会員数は診断協会が 9,000 人

強であるのに対して、指導士会は 14,400 人となっている。 

診断協会と指導士会との交流については、公式の記録は乏しいが、指導士会側の

「沿革」の中に診断士との交流の記録が記載されている。（図表２－２で、1998 年

10 月および 2000 年 11 月に記録があるが、これはともに診断協会大阪支部の国際

派診断士研究会会員による訪問のことを指すと思われる。） 



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

41 

 

図表２－２ 診断協会と指導士協会の比較 

組織団体 一般社団法人中小企業診断協会 

J-SMECA （ Japan Small and 

Medium Enterprise Management 

Consultants Association） 

1986. 7.30.社団法人韓国経営・技術指導

士会設立（商工大臣） 

組織構成 下部組織として、47 都道府県に独

立した協会を設立 

1 カ所 4 チーム、2 付設機構、18 支会 

会員数 協会会員約 9,000 人 

参考：診断士登録者数 22,544 人

（2013 年 4 月 1 日付） 

（2015 年現在）会員 14,400 人 

住所 東京都中央区銀座 1-14-11 

銀松ビル 5 階 

http://www.chusho.meti.go.jp/ 

ソウル特別市瑞草区清渓山路 203、5 階

（シンウォン洞、ネゴクドリームシティ

1） 

http://www.kmtca.or.kr 

沿革 1954 年設立。 

中小企業診断士試験の指定試験機

関（中小企業支援法第12条第2項）、

中小企業診断士実務補習の登録実

務補習機関（中小企業診断士の登録

等及び試験に関する規則第 20 条第

1 項）及び中小企業診断士更新研修

（理論政策更新研修）の理論政策更

新研修機関（同規則第 37 条第 1 項

第 1 号）とされた。 

2011 年度以前は、中小企業診断協

会内部の組織として各都道府県に

「支部」を設置し、東京支部にはさ

らに「支会」（中央、城東、城西、

城南、城北、三多摩の 6 つ）が設置

されていた。 

公益法人制度改革に伴い、2012 年

1986.7.社団法人韓国経営・技術指導、

社会設立（商工大臣） 

1986.7.第 1 代ナムソンヒョン会長（前

財務省局長、元韓国穀物卸売市場社長）

就任 

1992.12。 14 個の支会設立（総会） 

1995 2.第 4 朴陽豪会長（前監査事務次

長、元元金安実業会長）に就任 

1998.10。日本の中小企業診断協会との

業務交流協約 

1999 4.社団法人韓国経営・技術コンサ

ルタント協会に機関名称変更（中小企業

庁） 

2000.11。日本の診断協会大阪支部と業

務交流協約（日本診断協会大阪支部） 

2004.11。国際経営コンサルタント協会

協議会（ICMIC）正会員登録 



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

42 

度より各都道府県の支部はそれぞ

れ独立した法人格を持つ一般社団

法人として新発足した（都道府県名

の後に付く名称は団体により「中小

企業診断士協会」「中小企業診断協

会」「中小企業診断士会」と異なる）。

旧東京支部の支会については東京

都中小企業診断士協会内の支部と

なった。 

中小企業診断協会本体も、2013 年

4月1日をもって一般社団法人へ移

行した。 

（出所：Wikipedia） 

2006. 2.第8代金徳龍会長（前国会議員）

就任 

2010.2.第 10 代イナムギ会長（前工程取

引委員長）に就任 

2011.3.社団法人韓国経営技術指導、社

会に機関名称変更 

2011.3. ICMCI Asia-Pacific Hub 

Meeting Seoul、2011 開催 

2013.11。第 12 代宋甲鎬会長（経営学

博士、（株）エムビシテックアイ代表取

締役）に就任 

2014.9. ICMCI Conference＆Annual 

Metting、2014 開催（46 カ国参加） 

 

（２）活動上の問題及び課題 

韓国経営技術指導士会では、指導士の法的根拠の強化と固有の業務内容の確立の

ため、新たに「経営・技術指導士独立法」の制定を求めて活発な議論を展開してい

る。これは今後の日本の診断士制度のあり方にも大いに参考になりそうな議論であ

るので紹介したい。 

 韓国の「中小企業新聞」（2015 年 6 月 19 日）掲載の「中小企業の発展のために

『経営・技術指導士独立法』の制定至急」と題する

宋甲鎬会長へのインタビュー記事では、「現在の中

小企業振興に関する法律に基づき運営されている

ため、経営・技術指導士の資格と業務範囲が不安定

で明確ではないない」と問題提起し、「経営・技術

指導士が総合コンサルティングの経営指導などを

行っても、会計士、税理士領域と重なるという理由

で告発を受けるという不合理なことも経験してい

る」と現状の問題を訴えている。この問題解決のた

め、「独立した指導士法を作成して経営指導士と技

術指導士を積極的に育成する必要があり、中小企業

宋甲鐫会長は経営技術指導士

に関する独立法の制定が至急

であると主張している。 



「日本と韓国の中小企業支援制度の比較研究」報告書 2016/02 

43 

が成長して韓国コンサルティング産業も一段階発展することができる」としながら、

「指導士に関する個別法案用意と、この法律の国会通過のための準備作業を進行中

であること」を明らかにしている。 

この問題に関して、韓国経営技術指導士会の会報 Vol.1（2014 年）では、イム・

ゴンミョン成均館大学法学専門大学院教授が「現行経営・技術指導士制度の問題点

と指導士法制定の必要性」と題する寄稿文で、法的問題として問題提起を行ってい

る。以下、抜粋して紹介する。 

第一に、法体系上の問題として、経営・技術指導士の業務と指導士制度は、憲法

上保障された職業選択または職務遂行の自由と関連のある重要な事項にもかかわら

ず、現行制度は、中小企業振興法施行令へ包括的に規定されている。これは指導士

の業務範囲が行政の便宜により決定できることを意味し、結果的に行政裁量権の恣

意的解釈を可能にし、法的安定性を害する結果を招くばかりでなく、三権分立の原

則からも反するものである。 

第二に、経営・技術指導士の職務遂行の問題として、経営・技術指導士が専門家

としての資格と要件をすべて備えていても、個別的な独立法によるのでなく、中小

企業振興法により規定されており、独立法で資格と業務範囲が定まっている公認会

計士、税務士、公認労務士などと比較すると、職務遂行に多くの制限をもっている。

これは、国家機関が施行する資格試験に合格しても、遂行できる職務が無くなると

いう結果をもたらすことになり、職業遂行の自由と平等権を侵害する素地となる。

さらに、経営・技術指導士制度を創設しながら何の固有業務を認定せず、むしろ、

他資格士でもその業務を遂行できるようにしたことは指導士制度を置く趣旨からも

反するものである。 

第三に、無資格者による診断・指導行為を許容しているため、国家資格を取得し

た指導士に対する保護処置を蚊帳の外においている。経営・技術指導士資格は、法

務士、弁理士、弁護士、税務士、公認会計士資格などと同様に、“免許型国家資格”

に分類されなければならない。 

国家が施行する資格試験に合格した者と、そうでない者を区別して扱うことはと

当然であり、一定に資格を取得した者にのみ特定行為（職務遂行）を許容すること

は、（資格未取得者の）職業選択の自由を制限するものではない。職業選択の自由の

制限とは、例をあげれば、受験への資格を制限された場合に問題になるもので、無
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資格者たちにも受験する資格を取得する機会が与えられている以上、彼らの職業選

択の自由が制限されるという主張は説得力がない。無資格者による診断、指導行為

の進入許容は、むしろ多くの努力と時間を投資して試験に合格した指導士の憲法上

保障された職務遂行権を侵害するものである。このことは、現行法体系と一致しな

いばかりでなく、専門知識を備えた経営・技術指導士に対する診断・指導を通じて

中小企業の競争力強化や振興を達成しようとする国家政策とも符合しない。 

 

 こうした論議は、日本の中小企業診断士の制度を考える上でも大いに参考になる

問題提起を内包しており、情報交換、意見交換を進めていく必要があると思われる。 

 

 

２．連携の可能性 

（１）これまでの診断士と指導士の交流、連携について 

日本と韓国の国家資格コンサルタントが、相互交流を図り、ビジネス連携を実現

させることが双方のメリットになるのではないかという議論はこれまでにも何度も

あった。しかし、それは公式の記録では存在せず、個人または有志のグループで相

手方の事務所を訪問し、意見交換を行ったというレベルにとどまっている。 

筆者の個人的な係わりで言えば、1997 年 9 月 29 日、たまたま購読していた「韓

国経済新聞」の広告欄に「韓国経営・技術指導士会」の業務案内と教育訓練日程の

案内を見つけたことが指導士会と十数年来の関係を持つきっかけとなっている。そ

れまでは、韓国にそのような国家資格や組織団体が存在していることは全く知らな

かった。翌年の 98 年 4 月 10 日、いきなり国際 FAX で、「4 月 15 日に行きますの

でよろしく」のような不躾な文書を日本語で送り、一人単独で飛び込み訪問した。

失礼にも程があるが、当時の私は「ちょっとお隣さんへ訪問」ぐらいの軽い観光気

分の意識しかなかった。ふらっと立ち寄ったつもりだったが、指導士会では朴陽豪

会長をはじめ、張韋相顧問（後の副会長）ほか、役員、事務局の方々が待っておら

れ、歓待を受けた。以来、長く様々な場面で情報交換や調査事業への協力依頼など

をさせて頂いた経緯がある。 

その交流事例のいくつかを紹介したい。 
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 2000 年 11 月 13 日、国際派診断士研究会のメンバーを中心に 9 名が指導士会や韓国中

小企業庁を訪問。また、中小企業製造業の視察や、当時アジア各国へ進出著しかった欧

米の大規模小売業（ウォルマート、カルフール）と韓国資本の小売業（Ｅマート、ハナ

ロクラブ）の業態視察、ＩＴベンチャー企業への訪問などを行った。 

 2001 年 10 月および 11 月、「平成 13 年度マスターセンター補助調査・研究事業」で「韓

国情報サービス産業との連携可能性について」と題する調査・研究を行い、訪韓してい

る。指導士会のご紹介で、韓国の情報サービス産業の諸団体（韓国ソフトウェア振興院

（KIPA）、韓国ソフトウェア産業協会（KOSA）、韓国ＩＴ中小ベンチャー企業連合会

（PICCA）等）を訪問し、アンケート調査などにご協力いただいた。この調査研究では、

躍進著しい韓国 IT ベンチャー企業等が日本など海外への進出機会を狙っていた時期に

あたり、その分野での日韓の情報サービス産業の連携可能性とその課題をレポートして

いる。 

 また、筆者個人の体験で恐縮だが、2009 年 9 月 12 日、指導士 23 期同期会の招きで、

「中小企業診断士制度と診断士の現状」と題する講演を行い、23 期生の皆さんと懇親を

深めた。 

 公式な交流では、2013 年、中小企業診断協会の福田尚好会長が、指導士会の総会に招

かれ、講演を行っている。 

 また、2014 年 2 月 10 日、国際派診断士研究会のメンバーでもある林寛明氏を中心に 5

名の診断士らが指導士会を表敬訪問している。 

 そして、本調査のため 7 名の診断士が 2015 年 9 月 21 日に指導士会を訪問し、意見交

換と親睦を深めた。 

なお、韓国指導士会側の来日活動については、詳細は分からないが、「毎年日本へ

視察旅行で指導士が行っている」とのことで、診断協会本部への訪問も相当数に及

ぶと思われる。 

図表２－３ これまでの主な訪韓活動の写真 

1998 年 4 月 15 日訪問、左から張韋相顧問、若松、朴陽豪会長 
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2000 年 11 月 13 日、国際派診断士研究会のメンバーを中心に 9 名が訪問 

 
2009 年 9 月 12 日 指導士 23 期同期会での講演後の集合写真 
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2014 年 2 月 10 日訪問 

 

2015 年 9 月 21 日訪問 

 

 

 

（２）今後の交流、連携の可能性について 

前述のように、様々な交流はこれまでも行われてきた。それはお互いの組織会員

が個人レベルで交流を図ってきたものが多く、組織的な交流は残念ながら歴史とし

て刻まれていないのが現状である。どうして隣国の似た者組織でありながら、組織

的関係が希薄なのだろうか？ その理由を日本と韓国のビジネス環境の変化と、 

ａ．日本と韓国の経済環境の変化 

1960 年代より韓国経済は「輸出志向型工業化」を目指して、繊維、衣類、木材、

合板、電気・電子、雑製品などの労働集約型軽工業部門を中心に、加工組立輸出型

の経済的仕組みを形成していた。1962 年から 1991 年までの 30 年間、年率 31.0％

という高い輸出率を記録したが、その主な輸出先は米国であり、それは他方で日本
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からの生産財輸入によってこれらの産業の成長が支えられていたと言われている。

「韓国の輸出が増大すればするほど日本からの輸入が増大する」という高い対日依

存度の構造が形成され、対日貿易収支の赤字は膨れ上がった。 

その構造が変化を見せるのは、1990 年からのグローバル化の推進である。日本が

円高の影響を受け、海外に生産拠点を移転していった時期とほぼ並行して、韓国企

業も海外投資と海外移転を開始した。特に東南アジアへの投資が多く、北米へは貿

易業に投資が行われた。安価な資源や労働力を求めて ASEAN 諸国や中国への海外

生産移転が進んだ。 

しかしながら、この過程は、それまでの伝統的な日米韓の経済的枠組みを大きく

崩していくプロセスでもあった。日本企業が汎用品生産の海外移転をはかることに

よって、韓国の汎用品の競争力が低下し、米国市場に対しても「日韓の競合」が「日

本＋ASEAN・中国と韓国の競合」に置き代わっていった。「韓国・先進国経済論」

で深川由起子氏は、「旧来の日米韓の枠組みが日本とのゼロサム関係によって韓国の

成長を支える時代は終わり」と述べている。 

海外生産比率が高まるにつれ、日韓の分業（競合）関係は単純な国家間の比較優

位から、企業のグローバルネットワークにもとづき、第三国を含んだより相対的な

関係へと変化してきている。「もはや日韓関係だけをもって日韓産業の【競争力】を

論じることはできなくなっており、競争の単位は国家から産業（企業）に移行した

のである」と深川氏は主張している。 

韓国企業のグローバル化では、繊維製品に見られるように東南アジアや中国とい

う輸出拠点での生産の「垂直統合」を進めていく。そうなると、そこには「第三国

を共通の生産拠点として」日韓の競合が出現することになる。 

図表２－４ 韓国の対日経済関係の変化 

 

韓国経済の発展を、「1970 年代は日本依存、1980～90 年代は日本企業へのキャッ

１９７０年代 

 

日本依存 

１９８０～９０年

代 

日本企業へのキャ

ッチアップ 

２０００年代以降 

 

グローバル化での

競争 
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チアップ、2000 年代以降は日本企業との競争の局面であった」と評することができ

る。特にグローバル化の進展で、日本と韓国の経済関係は複雑な「水平分業」の段

階にあるともいえる。「現在はエレクトロニクス産業など一部の産業では競争の局面

を超え、日本企業を追い抜いたとの自信感もある」とも論じられる。（「韓国経済の

基礎知識」百本和弘著） 

因みに、2014 年の韓国の対日輸出入上位 10 位品目を見ると、かつて日本からの

輸入が多かった部品・素材が減少し、逆に輸出面で伸びていることが分かる。その

典型が 2 位の鉄鋼板であり、6 位の自動車部品も競争力を高め、海外調達を進める

日本の自動車メーカーの調達先に指定されている。かつて日本の資本財・中間財の

輸入に依存し「垂直分業」と言われた両国の関係は、今や「水平貿易」の段階に転

換していると言われるゆえんである。 

 図表２－５ 韓国の対日品目別輸出入上位 10 品目（2013 年、2014 年） 

 

 

ｂ．日本と韓国のコンサルティング市場の比較 

さて、我々の本来事業であるコンサルティング分野について、日本と韓国の市場

規模等について比較し、その連携の可能性を探ってみたい。 

韓国産業研究院（KIET）が公表した「コンサルティング産業の基礎分析」（유현선

専門委員、2012 年 1 月 30 日）によると、2006 年韓国コンサルティング事業者数は

2,231 社、従業員数は 18,369 人であり、1993 年当時の事業者数 201、従業員数 1,519

人と比べると約 11 倍の増加となっている。 

図表２－６ 韓国経営コンサルティング業の事業体数と従事者数 
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 事業者数 従業員数 

1993 年 201 1,519 

2006 年 2,231 18,369 

 出所：韓国事業体基礎統計調査(2008) 

 

また、経営コンサルティング業の従業員規模別の内訳は、次の表のように公表され

ている。２～４人規模の事業体が最も多いが、従事者数の最も多いのは 20～49 人

規模となっている。 
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図表２－７ 経営相談業の人材規模別現況(2005 年) 

業種 従業者規模別 
事業体数 従事者数 

個 比重（％） 個 比重（％） 

経営相談

業 

全国 

1 人 

2～4 人 

5～9 人 

10～19 人 

20～49 人 

50～99 人 

100～199 人 

200～299 人 

300 以上 

1,969 

266 

778 

522 

221 

134 

32 

13 

1 

2 

100 

13.5 

39.5 

26.5 

11.2 

6.8 

1.6 

0.7 

0.1 

0.1 

17,800 

266 

2,227 

3,295 

2,946 

3,960 

2,084 

1,769 

－ 

－ 

100 

1.5 

12.5 

18.5 

16.6 

22.2 

11.7 

9.9 

－ 

－ 

出所：韓国サービス総調査(2008) 

 

従業者規模別の売上高、営業利益の内訳も報告されている。次の表を参照いただ

きたい。全国の売上高 1 兆 8,462 億 69 百万ウォンを、全国の従業者数 17,800 人で

割った一人当たり売上高は 104 百万ウォンとなる。2006 年当時の為替レートを約

12 円／ウォンで換算すると、1 兆 8462 億 69 百万ウォンは 1,538 億 56 百万円に相

当する。 
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図表２－８ 経営相談業の売上規模(2005 年) 

業種 従業者規模別 
営業費用

(百万₩) 

人件費 

(百万₩) 

営業利益

(百万₩) 

売上額 

(百万₩) 比重（％）

経営相

談業 

全国 

1 人 

2～4 人 

5～9 人 

10～19 人 

20～49 人 

50～99 人 

100～199 人 

200～299 人 

300 以上 

1,632,532

9,803 

125,679 

295,344 

269,839 

451,177 

246,857 

144,759 

- 

- 

550,610 

2,068 

47,929 

94,330 

94,651 

129,453 

94,995 

50,187 

- 

- 

213,737 

4,458 

27,460 

43,301 

57,543 

30,316 

28,044 

12,165 

- 

- 

1,846,269 

14,261 

153,139 

338,645 

327,382 

481,493 

274,901 

156,924 

- 

- 

100 

0.8 

8.3 

18.3 

17.7 

26.1 

14.9 

8.5 

- 

- 

 

この韓国のコンサルティング市場と、日本のコンサルティング市場を比較するにあたっ

て、同じ条件で対象を選定した調査データはないため、比較的時期の近い IDC Japan の

次の資料を参照したい。 

「2010 年の国内ビジネスコンサルティング市場規模は 2568 億円（前年比成長率マイナ

ス 4.4％）で、09 年に引き続きマイナス成長だった。しかし、国内経済状況は改善しつつ

あり、国内企業のコンサルティング需要は 10 年 10 月以降は拡大している。」（BCN Bizline 

2011 年 6 月 7 日記事） 
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図表２－９ 国内ビジネスサービス市場 支出額予測：2009 年～15 年 

 
出所：http://biz.bcnranking.jp/article/news/1106/110607_126633.html 

 

この 2,568 億円を 2006 年の韓国市場 1,538 億 56 百万円と比較すると、約 1.7 倍

の大きさということになる。同年比較ではないため補正が要るが、約 1.7～1.4 倍の

規模ということになりそうである。 

もっとも、2008 年には「リーマンショック」に始まる世界金融危機が始まり、世

界的に市場が縮小するなど、2005 年と 2010 年を単純比較することはできないが、

およその規模感はつかめると思われる。 

 

ｃ．日本と韓国のコンサルティング市場における連携の可能性 

今日の日本と韓国の経済関係は、企業活動のグローバル化により、垂直分業から

水平的な競争関係の時代へ移行したといえる。その中で国際的な取引に関して支援

を求める中小企業のニーズは多様化している。輸出、輸入に関する支援、海外生産

拠点や販売拠点の構築に関する支援、あるいは日韓合弁事業や M&A など、日本企

業は韓国市場へ、韓国企業は日本市場へ向けた様々な支援ニーズが存在している。 
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そうした背景にあって、両国のコンサルティング市場は成長し続けており、診断

士と指導士が相互に連携することで新たなビジネス機会を創出できる可能性は十分

にあるはずである。しかし、これまでそうした活動が十分に出来なかったのは、次

のような要因によるものと考えられる。 

 まずは言語の壁があげられる。日本語と韓国語は文法が類似しているとはいえ、

自由に操れるコンサルタントは少ない。かつては日本語の流暢な韓国人も多かっ

たが、今の若い世代は日本人の同世代と同じく「外国語」である。それぞれのビ

ジネス現場では日本語と韓国語でコミュニケーションがとられており、様々な文

献、資料の多くも英語ではなく日本語と韓国語である。 

 各国の法律や商習慣、市場動向などビジネス環境に対して日常的に接する機会が

少なく、関心を持つ場面が少ない。意識的に情報収集する手段は豊富にあるが、

その分野に特化した者でないと各種の情報に触れることがない。また、同様に診

断士と指導士がフェイス・トゥ・フェイスで交流する場面も日常的ではなく、相

互交流しようという機運が醸成されていない。 

 第 3 章で紹介するように、診断士が韓国の中小企業を支援する事例などもいくつ

か存在するが、残念ながら診断協会や指導士会という組織連携から生まれたもの

ではなく、他の組織や個人的な人脈から成立している。組織間の連携方針が未確

立であることも要因の一つとして指摘される。 

上記の諸要因は、コンサルタント個人の力量で解決するには難しい面があるが、

様々な専門性を持ち寄ってチームを編成するなど、組織的な対応策で乗り切ること

で解決可能な問題といえそうである。 

 

（３）今後の交流、連携に関する方法論 

それでは、どのように診断士と指導士の交流、連携事業を組織的に行っていくことが出来る

であろうか？ 以下、３点にわたって考えてみたい。 

 

ａ．ビジョンの共有 

両者の連携に関する目的、将来ビジョンが共有されないと、事業は進まない。診断士と診

断士が互いにどんなギブ・アンド・テイクが出来るかというレベルではなく、両者が連携す

ることによって、両国の中小企業支援の新しい分野が開拓され、両国の経済発展にも貢献で

きるという高い次元での価値提案が確立されことが望まれる。すでに日本の中小企業診断協
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会は、タイやインドネシアなどの東南アジア諸国の行政機関からの要請に応じて、主に公務

員を対象とした「中小企業の指導方法」に関する事業を行っているという実績がある。当該

国では「shindanshi（診断士）」という日本語が通用するとまで言われている。これまでの

診断士の先輩方の長年の功績によるものである。一方、韓国指導士会は ICMCI

（International Council of Management Consulting Institutes 経営コンサルティング国

際協議会）に加盟し、韓国での窓口団体として世界大会などの開催実績を持つなど、国際的

な情報発信力を高めつつある。一方、長年の課題である「日中韓自由貿易協定（FTA）」に

関する産官学共同研究や政府間交渉が進められるなど、将来の経済活動の自由化に向けた動

きも大きな底流としてある。 

日本と韓国のコンサルタント組織が、将来の国際的な経済発展に貢献するためにも、グロ

ーバル化する企業活動を支援し、両国のコンサルタント市場を交流・活性化・拡大させてい

くことは、極めて重要な意義を持っている。そうした理念とビジョンを共有し、診断士と指

導士の間で交流、および事業提携していくことが、両者の事業発展に必要である。図表２－

１０に、その使命感やビジョンを共有するためのテーマを図示した。 

 

図表２－１０ 使命・ビジョンの共有 

 

 

ｂ．組織的交流・連携事業の継続と発展 

個人的、単発的な活動ではなく、組織間の継続的な活動として、日本と韓国の連携事業を

構築していくためには、お互い組織としての計画性が必要である。しかも一挙に頂点を目指

すのではなく、組織構成員の意識向上や組織力の成熟度に応じた段階的発展が求められる。 
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初期段階では、そうした環境整備として、次のような取組みを行うことを提案したい。 

 

 互いの組織活動に対して、毎年一定数のメンバーによる視察訪問と交流を行う。その

活動報告をお互いの会報に掲載し、会員に対して「親近感」を醸成する。 

 お互いの会報の概要を翻訳し、主要なトピック等をお互いの会報で紹介する。 

 特に、韓国の「経営・技術指導士独立法」制定活動に対して注目し、診断協会の会報

等で紹介を行うことで、日本の診断士制度に対する問題提起を行う。その反応を指導

士会へフィードバックすることで後方支援を行う。 

 

図表２－１１ 韓国「指導士法」制定活動への注目と紹介 
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診断協会
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中小企業
診断協会

国際派
診断士
研究会

【情報提供】国への働
きかけの動向など

会報
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コーナー設定

執筆
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声
、
感
想
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韓国国会

－ 日本側に問題意識醸成 －
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範
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の
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会
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確
化
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活
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の
機
会
増
大
…

韓国経営・技
術指導士会

次代の中小企業診断士像
制度刷新の提言などの

アプローチ・・・

 
 

ｃ．中長期的な交流、事業提携 

中長期的な取組みとしては、次の連携事業を提起したい。 

 常設の交流窓口を設置し、共通の研究テーマを設定して、インターネット等を活用し

たバーチャル研究会プロジェクトを発足させる。研究会の成果発表や、オフ会の開催

を日本と韓国で交互に行う。 
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 若手メンバーを相互に派遣し、相手国の事情に精通した人材育成のための「インター

ンシップ」事業を行う。 

 各国の中小企業からの支援ニーズに対応した国際的なコンサルティングサービスの

提案、コンサルタントの紹介を目的とした「ビジネスマッチング」事業を展開する。

支援内容によっては、診断士以外の専門家の紹介も可とし、幅広く連携の可能性を追

求する。 

 複雑化、多様化する経営環境に対する今日的で近未来的なコンサルティング・テーマ

について、共同研究の場を設け、国際的、多面的なアプローチで解決策の情報発信を

行うとともに、両国のコンサルタント機関としての社会的認知の向上とブランド化を

図っていく。 

 

図表２－１２ 中長期的な交流・事業連携のイメージ 

中小企業
診断協会

国際派
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第３章  韓国中小企業への指導事例の研究 

 

１．韓国中小企業への指導事例１ 

 本事例は、日本の中小企業診断士が韓国の民間企業の指導を 4 年間（現在も継続

中）行った事例である。 

尚、本事例紹介では指導先企業名を A 社、指導する中小企業診断士を指導者と表

記する。 

（１）指導先企業概要 

① 会社名：株式会社 A 社 

② 理念： 

ａ．精密部品の製造技術を使用して、顧客に問題の解決の鍵を提供することによ 

り、顧客の成長を支援する。 

ｂ．従業員が顧客の問題を一緒に解決していく過程を介して自分の分野の 

professional として常に成長して使命感を鼓吹することができる機会を提供 

する。 

③所在地：韓国 清州市 

④設立年：1988 年 

⑤代表者：Yongsuk Sung（成 庸碩） 

    写 真 ４ － １  Ａ 社 前 に て （ 左 か ら 3 番 目 が  成 社 長 ）
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    写真４－２ Ａ社 工場棟 

 
⑥事業内容： 

ａ．精密組立部品の製造：リチウムイオン電池部品、電子部品など 

ｂ．精密加工部品の製造（射出とプレス）：リチウムイオン電池用 gasket、plate

など 
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写真４－３ Ａ社の主な生産品（円筒リチウムイオン電池の部品） 

 

写真４－４ Ａ社の主な生産品（角型リチウムイオン電池の部品） 

 
⑦生産拠点： 

ａ．韓国 本社工場 

ｂ．中国 南京工場 

ｃ．中国 天津工場 
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（２）指導に至る経緯 

① 指導先企業のニーズ 

A 社は、韓国大手リチウムイオン電池メーカーへ、その重要部品を納入する企業

である。 

生産する部品は、同業他社に負けることが無い程度の品質を確保しており、    

顧客からの信頼も高かった。 

しかし、2012 年 A 社の社長は、更なる品質の向上を高めることが急務であると

考えていた。 

その背景は、 

ａ．2012 年当時、顧客が大手メーカー一社で 90％超の売上を占めていた。 

このため、今後の事業拡大・安定を確実にするために、他の大口顧客を確保 

する必要があった。 

そのためには、現状より、更なる品質の向上が必須であった。 

ｂ．2012 年当時、リチウムイオン電池の主用途は、パソコン、携帯電話、スマー 

フォン向けがほとんどであった。 

しかし、次世代自動車である、ハイブリッド自動車や電気自動車の市場が急 

拡大していく状況にあった。 

自動車用途での当該部品は、パソコン等の民生用電池と比べ、一段と高い品 

質基準をクリアする必要があった。 

ｃ．品質や生産性の向上を図るための改善が、論理的でなく、目先の対策しか実 

施出来ていなかった。 

である。 

また、A 社は重要な生産設備については、元々信頼性を重視し日本の設備メーカ

ーから購入していたが、その設備や関連する項目を管理するためには、日本式の改

善手法が重要であると社長は考えていた。 

A 社は、順調に事業拡大してきた結果、連結従業員数も 400 名を超え、経営幹部

の勘と経験による工場管理から、論理的な工場管理への変換点にあった。 

② 指導者プロフィール 

指導者は、日本の大手電機メーカーで 30 年間生産技術者として勤務しており、前
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半 15年は工場生産設備の企画開発。後半 15年は、工場管理のレベルアップに取組、

100 社を超える海外生産工場の工場管理指導を行ってきた。 

その後、モノづくりコンサルタントとして独立をし、日本、中国、韓国等東アジ

アや東南アジアを中心に、工場管理のレベルアップ指導を行うことで、指導先工場

の品質、生産性、在庫削減等の PL/BS に直接効く改善指導を行っている。 

尚、指導者は指導の際、大きく２つの層に対しての指導を行う。 

ａ．一つは、社長、工場長等への改善マネジメント指導。 

ｂ．もう一つは、現場リーダー、監督職に対する、改善実務指導と論理的な教育。

社内に、そのノウハウを根付かせ、従業員自ら、改善のサイクルを回す企業文化

つくり指導を目指している。 

③出会い 

指導者は、指導先海外工場で、高機能を有する生産設備が必要な際は、日本の生

産設備事業者を紹介したりしているが、その生産設備事業者の１社へ、A 社社長か

ら次機種生産用設備検討でコンタクトがあり、打合せの際に日本式の改善指導出来

る人を探しているという話があり、その生産設備事業者を介して指導者へ声がかか

ったのが、出会いとなる。 

2012 年 3 月のことである。双方の想いがマッチするかどうか確認のために、指導

者は即訪韓し、2 日間の簡易診断と改善の方向性アドバイスを行った。 

そこで、A 社社長の想いと、指導者の想いがベクトルがあっていることを確認し、

毎月韓国の本社工場、もしくは中国の南京工場を指導するという１年契約となった。 

現在、毎年契約延長で、4 年目を迎えており、双方にとって非常に良い出会いで

あったと考える。 

（３）指導内容 

① 組織化 

改善が根付き、最終的には自社自立で改善活動のスパイラルアツプが出来るよう

に、することが非常に重要である。 

このため、プロジェクト組織を明確にし、韓国本社工場と中国南京工場で工場革

新プロジェクトチームを編成した。 
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また、このプロジェクトを従業員全員が認識するように、プロジェクト活動の名

称の社内公募を行った。結果、この工場革新プロジェクト名称を、「ＡＣＥ Ｐｒｏ

ｊｅｃｔ」と命名された。 

意味は、 

ａ．Actions for Customer's Excellence 

ｂ．“顧客”が市場で“卓越な成果”を継続的に出すに核心的な役割が出来る為の 

競争力を持たせる 

ｃ．その様な会社に成るために持つべき能力を“具体的な実行法案”に基づいて 

準備していく。 

となっている。 

プロジェクト組織は、責任者を韓国本社工場（社長）、中国南京工場（総経理：韓

国本社の理事を兼務）とし、指導者と、事務局（次期幹部候補）を経て、複数の改

善チーム編成とした。 

改善チームは、リーダーに関連部門の管理職クラス、そのチーム員に主任や担当

者 5-6 名から成達っている。 

改善チームは、責任者と指導員がその時点での会社課題の優先順位から、毎年入

替をしている。 

② 指導項目 

上述したように、改善支指導目は継続項目と、1-2 年完結項目があるが、今まで

行った項目は、 

 ・５Ｓ活動展開 

 ・製造品質向上 

 ・設備/人の稼働率向上 

 ・顧客品質（クレーム）削減 

 ・工場フロー（物と情報の流れ）改善による在庫削減 

 ・原価の見える化によるモノづくり課題の明確化 

 ・ＫＰＩによる改善進捗の見える化 

 ・ＩＳＯ９００１活用 

 ・ＴＳ１６９４９認証準備 
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 ・開発フローでの基準整備によるバラつき最小化 

等である。 

それぞれの項目で、課題の見つけ方、認識の仕方、課題の数値化、関連項目の洗

い出し、改善策立案、改善の計画化と実施、成果の確認といった、改善フローを指

導し、必要に応じてミニセミナーも随時行っている。 

幹部には、並行して改善進捗の確認の仕方、ＫＰＩの見方、叱咤激励のタイミン

グと方法、モチベーション向上施策等について指導を行い、毎年年末～年初にかけ

て、ＡＣＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ 成果報告会と、次年度キックオフ会を開催し、各チー

ムメンバーが人前での発表を経験すると同時にリーダーは、目標とそれに向かった

計画を策定するというスキルを身に着けることが出来るようにしている。 

図表４－１ ＡＣＥ Project 2014成果発表会資料（2014組織図） 
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図表４－２ ＡＣＥ Project 2014成果発表会資料（各チーム成果１） 

 
図表４－３ ＡＣＥ Project 2014成果発表会資料（各チーム成果２） 

 



 

66 

（４）課題 

①日本人の韓国企業指導の課題 

指導する際の課題として、大きく２つのことを感じる。 

一つは、言葉の問題。もう一つは、物事の考え方（国の文化）の違いである。ま

ず、言葉としては、韓国語と日本語が堪能な通訳というだけでは、なかなか難しい。

これは、韓国に限らず、海外企業を指導する際は常に考えなければならない課題で

ある。 

指導する時には、当然工場の中で使う専門用語が頻繁に出てくる。品質の用語、

たとえば管理図とか、基準の上限下限とか。あるいは生産設備の中の部品で、エア

ーシリンダー、エンコーダ、エスケープユニット等。 

通訳が、これらの言葉の意味や実物を頭に思い浮かぶことが出来なければ、こち

らの意図する意味を正確に相手に伝えることは、まず不可能となる。また、説明す

る際に、文章で１行レベルで細かく区切って通訳してもらわなければ、通訳する際

に重要なことばが抜け落ちてしまう。 

指導者も、指導に熱が入ると、つい 30 秒とか 1 分とかの長い文章を話してしま

いがちだが、これを短い文章に区切って伝えるのは、かなり意識をして話をしなけ

ればならない 

もうひとつの課題である、物事の考え方の違いについて。 

指導する相手も企業人であるから、最終目的は、企業の存続性、利益率向上とい

う部分は理解してもらえる。しかし、それにアプローチする際の、顧客（一次顧客

や、最終消費者）の安全・安心をベースにするという考え方は、中々理解してもら

えず、こちらの意図するアプローチが、計画通りに進まないことが非常に多い、し

かし、これも韓国に限らず中国等も同じ状況なので、逆に日本の特殊性（見方を変

えればこれが日本の強み部分）を理解しながら辛抱強く進めることが求められる。 

幸いにして、A 社の社長は、韓国で大学卒業後、東京大学の大学院へ来日留学し、

卒業後、日本の大手企業で就職した経験があるため、日本語はもちろん、日本の文

化や物事の考え方についても、日本人より日本人らしい人物である。 

また、事務局 兼 通訳 兼 メインの改善リーダー（生産部門の部長クラス）も、
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日本の自動車部品関連工場で 10 年近く働いていたため、日本語や考え方を伝えるの

に、非常に助かっている。 

社長と事務局が日本語や日本文化に堪能でなかったら、私の指導もスムーズには

進んでいないと考える。 

② 公的な出会いの場の必要性（日韓産業技術協力財団、JICA、診断協会 等） 

４年間、韓国の会社の指導をしているため、月１回あるいは２ヶ月に１回は、訪

韓している。しかし、この会社以外の企業との出会いというのは、いまだゼロであ

る。（当然、指導先会社の顧客や外注とは出会いはあるが。） 

インターネットを使い、韓国の企業との出会いを求めようにも、私の検索力では、

そういうところにヒットしたことが無い。 

これが中国となると、民間の技術コンサルタントの仲介業者等が多く存在してお

り、魅力的な案件かどうかは別にして、こちらからアクションすれば、比較的出会

いは作りやすいと感じる。 

韓国は地理的に一番近い海外で、また経済分野では、お互いになくてはならない

存在であると考える。 

また、指導先企業やその顧客企業や外注企業を見ていると、今でも日本の強みの

部分である工場管理（モノづくりノウハウ）は、韓国企業の方は学びたいと考えて

いるように感じる。 

このためにも、民間では中々存在しない、韓国と日本の技術指導のパイプ役とし

て公的機関等が、一役買うのは双方の国、双方の経済発停のためには、大きな意味

があると感じる。 
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２．韓国中小企業への指導事例２ 

 本事例は財団法人韓日産業・技術協力財団の韓国中小企業技術指導制度を利用し、

平成２７年５月より３ヶ月間に合計１０日間での訪問指導で実施したものである。 

今回の調査プロジェクトは（一社）大阪府中小企業診断協会の登録研究会である

「国際派診断士研究会」メンバーにより企画・実施されたものであるが、当研究会

メンバーではない筆者の韓国中小企業指導実績に関して、事例報告作成の要請があ

り筆を取ることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

 船体ブロック製造業者である指導先企業は、設立１０年目の若い企業であるが、これ

までの活動により、工場運営全般に対して、顧客からの信頼は周辺の競合他社よりも高

い段階となっている。 

 更に一歩向上を目指し、この分野で先行する日本造船業の従事経験者に学ぶべく、指

導要請があった。 

 指導先企業社長との指導方針に対する意見交換で、現段階の韓国企業は、学ぶことを

中心とする段階は終盤を迎え、過っての日本中小企業がそうであった様に、自ら事業テ

ーマや問題を発見し、それを解決する力を育成することが重要な段階に入っているとの

認識で一致し、指導契約に進んだ。 

本事例はその指導内容の概要紹介である。 また指導の成果を韓国中小企業の中では

作成事例がないと考えられる「知的資産経営報告書」としてまとめたのでここに報告す

る。 

【指導実施内容】 

１）個人・集団での発散・収束技法「ＫＪ法」の紹介 

２）企業問題点の見える化と改善策の策定 

 ３）企業強み・弱みの見える化と価値創造の見える化 

 ４）将来ビジョンの明確化と変革行動の見える化 

 ５）知的資産経営報告書のまとめ 

 ６）安全対策講習会の実施 

 ７）小集団活動、３定・５Ｓ活動のポイント紹介 
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（１）指導先企業概要（2015 年 7 月時点） 

住所    韓国全羅南道霊巌郡 

設立    ２００５年 

資本金   ６，２３５百万ウォン 

従業員数  ２７名（協力会社の工場内勤務者 300～400 名） 

売上高   ２７，１７２百万ウォン（2014 年実績） 

営業内容  船舶構成部品製造（船体ブロック製造） 

 

（２）指導に至る経緯 

 本指導先企業社長と指導者中上との出会いは、２０１５年５月に大阪で開催され

た (日本)一般財団法人日韓産業技術協力財団（注１）、(韓国)財団法人韓日産業・

技術協力財団（注２）が主管する日本専門家と韓国中小企業との技術指導に関する

「韓国中小企業技術指導マッチング相談会」（注３）であった。 

 本指導先企業（以降「本企業」と云う）は２００５年設立の若い企業である。本

企業は造船の主要部品である船体ブロック製造を専門としている。設立１０年を経

過し、基本的な技術や工場運営では、同じく船体ブロック製造工場が多く存在する

工業地帯の中にあって、近隣工場の模範となるレベルに到達し、更なる向上を目指

している段階であった。 

 このような状況の中、技術や工場運営で先行する日本造船業との違いを把握し、

改善する目的で、韓国中小企業技術指導制度を利用して日本の造船技術者の指導を

受けるべく、日本の造船企業に勤務経験のある中上とのマッチング相談会での面談

を希望し、その面談の場にて、両者が指導方針等を基本同意したことにより、指導

の実施が決まった。 

 

（注１）一般財団法人日韓産業技術協力財団（財団ホームページより） 

本財団は日韓両国間における産業技術協力の促進を目的に日本側推進体として

1992 年 12 月に設立された。これは同年 6 月に行われた日韓両政府首脳会談で、「日

韓貿易不均衡是正等のための具体的実践計画」が合意され、その中の最重要項目と

して、日韓両国にそれぞれ「産業技術協力財団」を設立し、産業技術協力を促進す
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るための事業を実施することが決定されたことによるものである。当財団は 2013

年 4 月 1 日に一般財団法人となった。当財団の事業内容は、両国の中堅・中小企業

の産業技術力の強化・向上等を図るため、下記の 4 項目を主としている。 

◎産業技術人材育成への指導と協力、◎生産性向上・品質向上等への指導と協力・

産業技術並びに産業人の交流促進、◎セミナーの開催、調査研究と広報の推進 

（注２）財団法人韓日産業・技術協力財団（財団ホームページより） 

 財団の設立目的等は一般財団法人日韓産業技術協力財団と同じで、韓国側推進体

として設立され、下記事業を実施している。 

◎韓日産業技術フェア 

韓日産業協力事業を広報し、成功事例の発掘と褒賞、ビジネス商談会、セミナー、

技術顧問マッチング相談会などを通して両国の産業技術の交流・協力を増進 

◎産業人材交流  

国内の中堅·中小企業の技術人材を日本の産業分野の現場に派遣し、日本の先進的

な製造技術を習得、日本の優れた技術者のデーターベースを構築して韓国企業への

技術指導マッチングを推進 

◎韓日経済交流協力 

オン・オフライン商談会、両国の地域間経済・技術交流活性化による産業協力の

強化 

◎日本についての知識研究と情報の提供 

日本の経済、産業、政治分野などを分析してオンライン情報を発信、知識コンテ

ンツの開発と普及 

◎韓国青年人材採用相談会ニーズ調査 

韓国青年人材の日本企業への採用のための相談会の開催に関する案内及び参加ニ

ーズの調査 
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（注３）韓国中小企業技術指導マッチング相談会 

 日本技術者による韓国中小企業への技術指導に対するマッチング相談会は毎年日

本東京、大阪、韓国ソウルの３箇所で開催され、各会場とも日本技術者が４０～５

０名、韓国中小企業が３０社程度参加している。 

この相談会への参加対象は韓国企業と日本専門家間のオンライン事前マッチングが

成立した日本専門家であり、韓国企業が登録された日本専門家リストから相談希望

者を選定し、事前にその専門家がその韓国企業との面談を了承した場合に、本相談

会の場で面談し、指導の可否や、指導契約条件の詰めを行っている。 

【開催頻度等】 

◎マッチング大会 日本東京、大阪、韓国ソウルにて各１回程度／年 

◎事業説明会   日本東京、大阪（平成２７年度は名古屋）各 1 回／年 

◎技術指導実績（2015 年度） 技術専門家６４名により韓国企業６７社を指導 

 

 

（３）指導実施の概要 

① 知的資産経営報告書の作成指導  

企業の現状把握と将来像の明確化、将来像実現のために取組む活動を計画し、そ

れらを「知的資産経営報告書」としてまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

◎「第1テーマ」 ：企業問題点の見える化と改善策の策定 

問題点把握表への記載 ⇒ 問題点の整理  

⇒ 改善取組みすべき問題点の絞込み ⇒ 改善策の発案 

◎「第２テーマ」 ：企業強み・弱みの見える化と価値創造の見える化 

ＳＷＯＴ分析要素の抽出 ⇒ 中核的強みの特定 

⇒ 中核的強み基盤の見える化 ⇒ 価値創造プロセスの見える化 

◎「第３テーマ」 ：将来ビジョンの明確化 

目指す企業像の明確化、⇒ 目指す企業像へ変化するための課題抽出 
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【第 1 テーマ】 

◆テーマ ：企業問題点の見える化と改善策の策定 

◆テーマ選定の目的 ：本企業の重要課題を見える化し、それを改善するための手

法を実務の中で実習することにより、その手法を学び取ることを目的としている。 

◆手法 ： 

第１ステップ ：問題点把握表への記載 

企業がどのような問題点を抱えているかを見える化するために問題点把握表を送

付し、本プロジェクトに参加する各組織長に自身の判断を記載してもらった。 

【問題点把握表の構成】 

◎質問手法 ：企業全体としてと、ご自身の業務に関してと、それぞれ重要と思わ

れる問題点を１０項目挙げ、同時にその重要度を記載する形式。 

◎質問項目 ：①全体に関して、②安全に関して、③生産性に関して、④品質に関

して 

⑤納期に関して、⑥ミスに関して、⑦変革への取組み姿勢に関して、⑧自社組織の

現状に関して 

第２ステップ ：問題点の整理 

 第１ステップで提示された問題点に対して、前述８ヶの質問項目毎に下記手法で

の整理を行った。 

 創造技法の一つで、アイデアの発想・収斂技法として、日本では多く利用されて

いる「ＫＪ法」（韓国企業には普及していない模様？）を紹介し、この手法を使って、

多くの提示された問題点の収斂を図った。 

 第３ステップ ：改善取組みすべき問題点の絞込み 

第２ステップで整理した問題点全てを対象に改善策を同時に実施することはマン

パワーや業務効率の面から困難なため、整理された問題点全体像から、①改善効果

が大きい、②改善策が実施しやすそうとの視点で、優先的に改善取組みを実施する

主要問題点を抽出した。 
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第４ステップ ：改善策の発案 

 プロジェクト参加者の全員参加で、第３ステップで絞り込みされた早期対策が必

要な主要問題点の改善策をアイデア出しし、それらアイデアの体系化を実施した。

この体系化されたアイデアを ①効果の大きさ、②実施のし易さからランク付け、

高ランクのものから順次実施することとした。 

 

【第２テーマ】 

◆テーマ ：企業強み・弱みの見える化と価値創造の見える化 

◆テーマ選定の目的 ：本企業の今後の事業展開で基盤となる強みを確認し、全員

で共有することを目的としている。 

◆手法  

第 1 ステップ ：ＳＷＯＴ分析要素の抽出 

 ＳＷＯＴ分析の４要素である「強み」、「弱み」、「機会」、「脅威」に関して、第１

テーマ「企業問題点の見える化と改善策の策定」で実施した手法と同じくＫＪ法に

より、それぞれの項目を抽出し、整理した。 

第 2 ステップ ：中核的強みの特定 

 第 1 ステップで整理された 4 要素を体系化することにより、本企業にとって真に

重要で、中核となる強みを特定した。 

a）全形状ブロックの一括加工が可能 ：難度の高い仕事が可能な職人集団が存在し、

船体の全形状ブロックの一括加工生産が可能である。  

b）安全管理力 ：日ごろの安全対策として、啓蒙活動から実践活動までを管理する

力が必要だが、これら活動を実施することにより、連続無事故記録の更新を続けて

いる。 

c）品質・納期管理力 ： 当社は専任の品質検査人員が多く、全従事者を対象に、

定期的（週 2 回）に品質教育を実施し、現場作業者から始まり、造船所検査員さま
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まで 4 重の検査体制がある。 

第 3 ステップ ：中核的強み基盤の見える化 

 更に、ここで明確化された「中核的強み」に関しては、その強みの基盤となる強

みを①構造資産、②人的資産、③関係資産の分類で明確化し、それぞれの主要な強

みの体系を明らかにすると共に、その強みを生み、育ててきた活動にも着目し、そ

の活動の見える化を実施した。 

第 4 ステップ ：価値創造プロセスの見える化 

 自社を取巻く企業環境の中で、自社の内部資源（強み等）がどのようにお客様の

必要とする「価値（ニーズ）」に結び付いているかを図示化し、見える化を実施した。 

これにより、自社の強みによるお客さま価値創造への意識付けが期待できる。 

【第３テーマ】  

◆テーマ ：将来ビジョンの明確化 

◆テーマ選定の目的 ：本企業の今後の事業展開で基盤となる強みを確認し、全員

で共有することを目的としている。 

◆手法  

第１ステップ ：目指す企業像の明確化 

 経営理念と自社の中核となる強みを基盤としながら、社会やお客様から真に求め

られる価値を明確化した。 

a）お客様が求める価値の明確化 

 お客様である造船所では多くの機器や部品を使用し、船を建造する。特に本企業

が納品する大型船向けの場合は、相当な数の部品を相当な数の協力事業者に発注し、

仕様を満足したものが納期通りに納品されることで、船舶の建造を進めることが出

来る。 

 このためには、協力事業者の工場で事故が発生することは、単に本人や家族、そ

の所属する協力会社だけの問題でなく、機器や部品発注者である造船所にとっても

重大な問題となるケースがある。このような視点からも協力事業者での安全管理も
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重要な問題として捉えている。 

 また、造船業界も激しい価格競争にさらされているので、コスト低減への要望も

強いものがある。 

これら製造業としての最も基盤となる価値「安全、品質、納期、コスト」への対

応が求められていることが再確認された。 

b）経営理念の理解 

本企業の経営理念である「通（Communication）、創（Idea）、魂(Passion)」の

理解から始まった。 

・通： 情報共有、意志疎通、教育 

・創： 良い提案、古さから脱し、新しきを行う 

・魂： 情熱、自負心、責任感 

 それぞれの理念に対して基本行動と応用行動とを具体的に示すことで、理解しや

すく、実行しやすい内容とすることを目指した。 

c）将来ビジョンの明確化 

 ここまでの検討を踏まえ、本企業が目指す姿をこれまで培ってきた信頼を更に強

固なものとし、お客様である造船所が安心して仕事を発注できる協力事業者になる

こととし、下記を将来に向けた事業コンセプトとした。 

「安心と信頼をおける協力業者となる」 

第２ステップ ：目指す企業像へ変化するための課題抽出 

 今回策定した事業コンセプトを実現するための課題は、お客様からの信頼を更に

強化するため、また工場で働く人々にとって魅力ある職場へと変革するためにどの

ような活動が必要か、また効果的かとの点であった。 

a）お客様からの信頼強化のために 

 現状持つ強みを更に強化することを対策とした。このためには協力会社従業員を

含む全従業員を対象に、安全、品質の作りこみ教育を定期的に開催し、全員の意識

改革運動を実施する。これまでも実施されていたが、更に充実したものとする。 
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 b）働く人々にとって魅力ある職場となるために 

 本企業のあるエリアは、造船所向けの船体ブロック製造工場が多く存在している。 

これ等工場には多くの作業者が従事しているが、基本的にこれ等工場の直接雇用

者は少なく、多くはこれ等工場の協力業者の従業員である。このためこれら従業員

の直接指導は難しく、また近隣の同業他企業への転籍も容易なため、作業者の長期

安定的な確保が難しく、技術の累積や向上の阻害要因になっている。 

 この状況を改善するためには雇用条件の改善が重要との認識の下、働きやすい環

境作りや、意欲を向上するための対策が必要とした。 

これらより下記活動を進め、現状の強み「全形状のブロックの一括加工への対応力」、

「安全管理力」、「品質・納期管理力」を更に強化し、お客様からの信頼向上を目指

すこととした。 

◎安全、品質の一層の向上を目指す「安全・品質等の教育活動」、 

◎働く環境を快適にし、仕事への集中を生む「５Ｓ活動」、 

◎考える集団に変化する「小集団活動」、 

       図表４－４ 知的資産経営報告書イメージ      
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② 安全対策講習会 

 安全対策のための活動は、多くの場合、作業スピードを遅くし、生産への障害と

なる。また、事故さえ起こさなければ良いとの認識もある。本企業は安全管理面で

も韓国内では進んだ状況にあるが、今回の指導プロジェクトの機会を捉えて、日本

造船業の安全対策を紹介する要請があり、全従業員を対照に本講習会を開催するこ

ととなった。 

 事故を未然に防ぐためには、事故になっていないが「ひやり・はっとした状況発

生」の削減が重要であることを中心とした講話を行った。 

【講話の要点】 

◎生産と安全衛生との関係、 

◎生産の阻害要因、 

◎事故予防の基本（ハインリッヒの法則）、 

◎災害の原因 

◎不安全行動・不安全状態とは 

 

③ 小集団活動、３定・５Ｓ活動のポイント紹介 

 「小集団活動」に関しては、重点志向、プロセス管理および活動の進め方、「３定・

５Ｓ活動」に関しては、管理の対象、５Ｓの役割、活動の進め方のそれぞれポイン

トを紹介し、指示命令型から自立思考型への基本姿勢の変換が重要であることを述

べた。 

（４）その他 

 以下、指導実施の中で感じた問題点や、気づいた点を列記する。 

① 言語の問題 

 本企業の社長は早稲田大学の大学院に留学経験もあり、初顔合わせとなった大阪

でのマッチング大会では、通訳者は同席したが、ほとんど社長と直接、日本語で会

話が可能であった。その後、企業訪問のための準備としての交通や宿泊ホテル手配

等の通常連絡は経営室マネージャーと e メールを使い、両者が理解できる言語とし

て英語を使った。また、本企業訪問中は通訳者が同席し、会議中の言語での苦労は

特に感じることは無かった。 
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② 規則への対応 

訪問初日は、本企業への到着が夕刻であるため、社長への挨拶と今回の指導内容

の概説と調整を行った。今回の指導プロジェクトの企業側参加者は、実務面の責任

者である専務取締役を中心に、経営室、製造部、品質管理部の責任者、合計８名の

参加であった。 

 プロジェクト初日会合では、会議開始予定時間になっても専務、部長等の中心メ

ンバー半数程度が参集しているだけで、開始予定時刻から 30 分を経過して、漸く全

員が揃う状態であった。 これが韓国時間との説明があり、日本との差異を痛感す

ることとなった。 

 また、街中での交通ルールも信号無視が頻発状態であり、ルールは原則、各自が

応用判断をすることが常態化していると考えられる。 

 今回の訪韓指導は 3 ヶ月間に合計１０日間での滞在指導となったが、現状ある問

題点の抽出やそれらに対する対策をメンバー全員で考えていくことの中で、ルール

を守ることの重要性が浮かび上がったことが理由ではないかと考えられるが、後半

の訪問時の会合では、業務都合で少し遅れるとのケースはあったが、その旨の事前

連絡もあり、多くのメンバーで予定時刻を守ることが意識されたようだ。 

③ 会議の進行に関して 

 参加メンバーは、最初の内は多くを語ることはなかったが、ＫＪ法方式により、

企業問題点や本企業の強みの抽出等を進めるうちに、多くのメンバーから積極的発

言が増え、当方の企業実態把握を進めることが容易となった。初回訪問も２日目に

入ると、メンバー同士での活発な発言が飛び交い、通訳も途中で諦めることなるほ

どの状態になることも頻発した。皆さん議論好きな国民性でしょうか 

④ 食事等 

 滞在中は昼食・夕食とも多くのレストランに案内頂き、日韓両国の最新話題等の

雑談に花を咲かせたが、魚介類や野菜中心の食事を希望する筆者に配慮頂き、その

ような店が中心となった。 特に野菜の鮮度は良く、ほぼ日本と同じ野菜がみずみ

ずしい状態で出るため、野菜だけで満腹するほど食することが出来た。日本料理店

でのさしみは、やや日本のものに比較し、薄く切られているせいか、今一歩の食感

であった。 

驚きは皆さんが食されるボリュームであった。中には太鼓腹の方もおられたが、
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多くの方は普通スタイルであるのに、何故それほどの量を食せるのかと疑問に思う

ほどであった。 

また、本企業の在る木浦は、韓国南端の海岸線にあり、説明では日本人が作った

町とのことで、旧日本人居住区もあった。漁港もあり、農村も近いため、それら食

材は鮮度が良く、豊富であった。 

⑤ 交通等 

日本からの交通はやや不便で、ソウルから飛行機でほぼ１時間、そこから更に高

速道路でほぼ１時間の地にある。このため、飛行機便や乗継ぎを考慮すると訪問す

るだけで、１日を要し、帰国は正午頃の本企業出発で関空着は深夜となった。 
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第４章  行政、公的機関に対する提言 

 

本調査研究事業を通して、これからの日本と韓国のコンサルティング連携によって両

国の経済発展に貢献するためには、行政や公的機関を含めた国際的で、多層的、多面的

な環境整備が必要であることを痛感する。以下、その環境整備のための提言を行いたい。 

 

１．診断協会と指導士会に対する提言 

 

 診断士会と指導士会の両会に対する提言は、「第 2 章 ２．連携の可能性」の「（３）

今後の交流、連携に関する方法論」（p.53～p.55）の中で論じたが、要点をここに再掲す

る。 

（１） ビジョンの共有 

（２） 組織的交流・連携事業の継続と発展 

毎年一定数のメンバーによる相互視察訪問と交流を行う。 

お互いの会報の概要を翻訳、紹介する。 

（３） 中長期的な交流、事業提携 

常設の窓口設置、共同研究プロジェクトを発足させる。 

若手メンバーの相互派遣による「インターンシップ」事業で人材を育成する。 

国際的なコンサルティングサービスの「ビジネスマッチング」事業を行う。 

近未来的なテーマについての共同研究と情報発信で社会的認知の向上を図る。 

 

 

２．行政および公的機関に対する提言 

 

中小企業の国際的な経済活動に対して、国及び地方自治体などの行政組織の支援策は、

海外進出に際しての専門家派遣、計画策定や市場調査支援、その他各種の補助金制度な

どが用意されている。行政の施策の基本は、日本の中小企業の経済活動を対象にしたも

のであって、本書第３章の事例２で紹介したような韓国中小企業への経営・技術支援を

直接対象にしたものではない。 

JICA（国際協力機構）の専門家派遣でも、海外に進出した日系企業の支援が対象とさ

れるが、最近の動きとして、日本企業と取引のある海外の中小企業（例えば、日系の自
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動車メーカーと取引のある海外部品メーカー等）への技術支援にも JICA の専門家が派

遣され始めているようである。 

一方、OVTA（一般財団法人海外職業訓練協会）などでも、海外進出企業の現地雇用

技術者に対する技術者研修を継続的に行っているが、目的は海外進出企業への支援であ

る。 

事例２の場合は、一般財団法人日韓産業技術協力財団の技術支援事業の一環で行われ

たものであるが、1990 年代～2000 年代までが事業ピークで、2010 年以降は事業数が減

少している。これは日本と韓国の企業活動が「垂直的な分業」から、グローバルな市場

で「水平的な分業、並びに競争関係」に移行してきていることの表れとも見られる。 

こうした行政、公的機関等の状況を踏まえ、今後の日韓の中小企業の活性化やコンサ

ルティング事業の連携推進のために、以下の提言を行いたい。 

（１） 隣国でありながら言葉の壁などで情報交流が阻まれている問題を解消するため

に、双方の企業情報が集まる場の創出を行う。国際マッチング、展示会など。 

（２） また、各企業の市場調査ニーズや戦略的な提携先の開拓ニーズに対応し支援す

るためのスキームを強化し、診断協会や指導士会などの専門家集団を積極的に

活用する。 

（３） 日韓の国境を超えた支援事例を蓄積し、モデル事例を紹介することで、中小企

業の支援要請の選択肢を拡大し、支援施策活用の促進をはかる。それにより、

中小企業のグローバル化に対する競争力の強化につなげていく。 

 



 

82 

 

【資料編】 

 資料１．中小企業振興に関する法律（韓国）  

第 46 条（指導士の資格要件等） 

①中小企業の経営や技術指導に関連して中小企業庁長が行う指導士資格試験（経営指導士の

資格試験や技術指導士資格試験をいう。以下同じ。）に合格した者は、指導士（経営指導

士や技術指導士をいう。以下同じ。）の資格を有する。 

②次の各号のいずれかに該当する者は、指導士になることができない。 

1.被成年後見人 

2.破産宣告を受けて復権していない者 

3.禁錮以上の刑を宣告され、その執行が終了するか、執行を受けないことが確定した後、2

年が経過しない者 

4.禁錮以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間中にある者 

5.第 53 条の規定により指導士の登録が取り消された日から 2 年が経過しない者 

③第 1 項の規定による指導士資格試験は、1 次試験と 2 次試験に区分して実施する。 

④中小企業庁長は、第 1 項の規定による指導士の資格試験に関する業務を遂行するために試

験実施機関を指定することができる。 

⑤第 3 項の規定による指導士資格試験の受験資格、試験科目、試験方法、および第 4 項の規

定による試験実施機関の業務範囲等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 

⑥指導士の資格試験を受験しようとする人は、大統領令で定めるところにより、試験実施機

関に手数料を納付しなければならない。 

⑦試験実施機関は、手数料過誤納、受験キャンセル等大統領令で定める場合には、受験料を

納付した人に、その金額を返還しなければならない。 

 

第 46 条の 2（試験不正行為に対する制裁） 

中小企業庁長は、次の各号のいずれかに該当する者については、当該指導士の資格試験を停

止または無効にしたり、合格の決定を取り消して、その処分をした日から 5 年間指導士資格

試験受験資格を停止する。 

1.指導士の資格試験で不正行為をした人 

2.不正な方法で指導士の資格試験を受験した人 

 

第 47 条（指導士の業務） 

①経営指導士の業務は、次の各号のとおりである。 
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1.経営の総合診断・指導 

2.人事、組織、労務、事務管理の診断・指導 

3.財務管理と会計の診断・指導 

4.生産、流通管理の診断・指導 

5.販売管理および輸出入業務の診断・指導 

6.第 1 号から第 5 号までに関連する相談、アドバイス、調査、分析、評価、および確認 

7.第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 5 号に関連する業務の代行（関係法令に基づいて機関に対

して行う申告、申請、文、レポートなどの代行を含む） 

②技術指導士の業務は、次の各号のとおりである。 

1.技術の総合診断・指導 

2.工場の自動化技術とプロセス改善技術の診断・指導 

3.工業基盤技術の診断・指導 

4.部品、素材の開発、試作品などの新技術開発の診断・指導 

5.工業試験、分析、測定計測の診断・指導 

6.情報処理の診断・指導 

7.設計技術、生産管理技術、品質管理技術とデザイン・包装技術の診断・指導 

8.省エネ技術、クリーン生産技術と設備管理技術の診断・指導 

9.環境マネジメントの診断・指導 

10.その他第 1 号から第 9 号までに付随する業務とこれに伴う相談、助言、調査、分析、評

価、証明、および代行（関係法令に基づいて機関に対して行う申告、申請、文、レポート

などの代行を含む） 

 

48 条（1 次試験の免除） 

①次の各号のいずれかに該当する者には、1 次試験を免除する。この場合、第 1 号から第 5

号までのキャリアは学位取得後、または資格取得後、その分野でのキャリアをいう。 

1.「国家技術資格法」に基づく技術士と機能障害 

2.経営・経済分野や自然科学の分野の博士号所持者として「高等教育法」第 2 条各号による

学校で 3 年以上の専攻分野に関する講義キャリアがあるか、第 44 条の規定による指導実

施機関から 3 年以上経営指導や技術指導に係る勤務経歴がある者 

3.中小企業に係る課程を設置した大学で、その分野の修士号を取得して、関連分野での 5 年

以上の実務経験がある者 

4.「国家技術資格法」にそった技師として 7 年以上、業界の技師として 9 年以上の実務経験

がある者 
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5.「公認会計士法」に基づく公認会計士として 5 年以上の実務経験がある者 

②第 46 条第 3 項の規定により、1 次試験に合格した者には、次の回の試験で 1 次試験を免

除し、第 49 条の規定により養成課程を終了した者には、その年の次回の試験で 1 次試験

を免除する。 

 

 第 49 条（指導士の養成課程） 

①中小企業庁長指導士の需要などを考慮して、指導者養成のために必要と認める場合に主管

機関を定めて指導士養成課程を運営することができる。 

②第 1 項の規定による養成課程の主管機関の指定基準、養成課程を受講することができる者

の資格要件、その他の養成課程運営に必要な事項は、大統領令で定める。 

 

第 50 条（指導士の登録） 

①指導士の資格を有する者が第 47 条の規定による指導士の業務を開始しようとする場合に

は、大統領令で定めるところにより、実務修習を受けた後、中小企業庁に登録しなければな

らない。登録した事項が変更された場合でも、産業通商資源部令で定めるところにより、変

更申告をしなければならない。 

②第 1 項の規定により登録をした指導士は、大統領令で定めるところにより、5 年ごとに登

録を更新しなければならない。ただし、天災や国外長期滞在などの特別な事由がある場合は、

その事由が解消された日から 30 日以内に更新登録の申請をすることができる。 

③第 2 項の規定による更新登録を行うことができる指導士は、産業通商資源部令で定める指

導実績がなければならない。この場合、指導実績が産業通商資源部令で定める基準に満たな

い指導士は、産業通商資源部令で定める補修教育を受けなければならない。 

④第 1 項及び第 2 項の規定により登録または更新登録をしない者は、第 46 条第 1 項の規定

による指導士であることを表示したり、似たような名称を使用してはならない。 

⑤第 1 項の規定により登録をした指導士は、指導者の業務を営むために必要な事務所を設置

することができる。 
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 資料２．2015年経営指導士、技術指導士コンサルティング実態調査 

 
出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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出所：韓国経営技術指導士会会報With The Consultant Vol.2、2015 
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